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環境科学としての森林学

ただきよしや

只木良也＊
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還境とは何か

＊信州大学理学部教授

まず，環境とは何だろうか考えてみよう。日常われわれは，そんなに深

く考えずに環境という言葉を使っている。そして，それは外界とか周囲の

事物，外部条件，自然物などの総称として，莫然と使われることが多いの

である。

もともと，環境とは18世紀の物理学上の概念であり，物が運動する際に

通過する物質的空間のことであったが，この概念を生物学に導入したの

は，フランスの社会学者，哲学者であり，自然科学にも造けいが深かった

コントであったという。彼は「環境とはすべての有機体の生存に必要な外

部条件の全部」だと論じ，ここに生物をとりまく外部条件の総和としての

「環境」が定着したのであった。

しかし，これだけでは不十分である。とくに，生物と環境の関係を研究

分野とする生態学においては，現在では，生物界と無生物界の依存性，関

連性という面から，その相互関係を具体的に取り上げることが常識となっ

てきている。それは，外部条件すなわち環境が一方的に生物に働きかける

だけではなく，生物によって外部条件も変えられていく関係があるという

ことである。

外部条件が生物に働きかける作用を環境作用といい，生物によって外部

条件が変えられる作用を環境形成作用，または逆作用といっているが，生

物の影響は無機的外部条件にだけ及ぶものではなく，生物相互にも働きが

あり，これを生物相互作用と呼んでいる。

たとえば，一つの森林を考えてみても，その森林がそこに成立するため

には，そこの気象条件その他の外部条件が満足されなければならないし，

気象の急変などで森林の生育が阻害されることもある。これが環境作用で

ある。しかし，成立した森林によって，その森林を取りまく気温や風など

の気象条件に変化が認められる。これが環境形成作用である。

さて，こうした環境をどうとらえるかにはいくつかの見方がある。環境

というものを無機的な外部条件だけに限ったとしても，そこには，生物を

とりまく外界のすべての条件という考えで，問題とする生物の生活とは直

接関係のないものまでも含める見方と，生物をとりまく外部条件のうち，



その生物の生活に関与するもののみを環境とみなす二つの見方である。後

者の場合には，生物の生活に関与する程度には差があり，また順位がある

ので，それらの環境要因の強さを類別することができる。

たとえば，普通の大気中にも浮遊粒子状物質がたくさん含まれている

が，これらは通常「外部条件」ではあっても樹木の「生活に関与する外部

条件」ではない。しかし，何らかの理由で浮遊粒子状物質の量が異常に増

加するとき，それらは樹木の「生活に大いに関与する外部条件」となり，

樹木の生育阻害ひいては枯死までも招くこともある。つまり，異常に浮遊

粒子状物質量が多いときには，これは間違いなく「環境」であるが，普通

の状態にある時に，浮遊粒子状物質を樹木の「環境」とみなすかどうかが

その論議と立場の分かれるところなのである。

植物や動物の生活現象を維持している基本的な外部条件は，大気と水と

土壌であり，この三つは環境基質と呼ばれている。生物に対する個々の環

境は，それぞれの基質を成分として構成されているが，環境の構成成分が

要因であり，それぞれの要因は要素に分けられる。たとえば，環境を構成

している要因の一つである気候要因は，気温，湿度，降水，日射，風，そ

のほか多くの要素に分けられることになる。環境を構成している要因は多

いが，要因は相互に影響しあって新しい環境を作りだす場合も多いのであ

る。

さて，このような環境基質，すなわち，大気，土域，水などに有害な物

質が混入した状態を環境汚染という。環境汚染で問題になるのは汚染質の

有害性である。汚染質の有害性の強弱は，汚染質，汚染濃度，汚染時間な

どによって変わるが，本来，環境基質の中に含まれている物質が異常に多

く含有された場合も，本来は基質中に存在しなかった物質が基質中に含ま

れた場合もともに環境汚染といってよい。たとえば，前者は大気中の炭酸

ガスの異常増加，後者はDDTやBHC汚染等である。

汚染そのほかの環境の変化にともなって，生物がその機能を正常に果た

しえない状態になることを環境破壊という。ふつう一般には，自然の回復

能力が損なわれた状態をさして環境破壊といっている。たとえば，大気汚

染によって樹木が枯死したり，土壌汚染によって土壌微生物類の活力が低

下したりといったように人間をはじめとする生物に被害が発生するような

環境の変化も環境破壊であり，また，いわゆる土地開発によって植生を除

去し，地形を改変し，さらには土地をコンクリート等でおおったりして，

そこでの生物の生存が不可能になるという場合も，当然環境破壊である。

台風や大雨，火山噴火や地震といったいわゆる自然災害も，環境破壊であ

ることは間違いない。しかし，今日的意味で環境破壊というときには，自

然災害よりは人為的な環境改変にもとづくも．のを指すことが多いのはいう

までもない。

こうした環境汚染，そして環境破壊が急激な勢いをもって進展し，それ
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森林と這境

が大きな社会問題として発展するとともに，環境科学という新しい学問分

野が生まれることとなった。環境学という学問は古くから成立していたも

のであるが，今日いわれる「環境科学」は，環境学よりはるかに広義な意

味をもっている。

環境科学は，一般には，公害問題対応の科学と考えられがちであるが，

その扱う分野はさらに広い。たとえば，1972年国連第1回人間環境会議

（ストックホルム）で扱われた環境問題としては，環境汚染と公害，環境

に関する教育・情報・社会・文化的側面，開発と環境の問題，天然資源管

理，環境の質に対応する人間居住生活の計画と管理などの諸問題が多くあ

げられているが，これらの諸問題を包括し，広く人間の環境問題に対応す

る学際的な科学が環境科学なのである。

したがって，環境科学は，地理学，生物学，土壌学，気候学，人類学，

統計学，社会学；経済学，心理学などの多くの分野を含んだ総合的科学と

して位置づけられ，体系化されなければならないであろう。

ただここで注意すべきは，環境科学が扱うのは，まず人間の環境であ

り，人間の将来の生存を願って地球上の各種の生態系の中での人間の役割

りを解明することを目的としていることである。この点において従来の動

植物の環境を直接扱う環境生物学とは意味を異にしている。人間活動と環

境との相互作用を研究するのが環境科学である，といってよいであろう。

ところで，森林と「環境」の問題を考えてみよう。といっても，外部の

無機的環境が森林に働きかける個々の環境作用をここで取り上げる意図は

ない。これらは，森林を扱う側にとって常に念頭を離れないことであっ

て，わざわざここで取り上げるまでもない。しかし，人間活動が森林にと

っての外部条件となって働きかける作用は，十分に注目しなければならな

いであろう。

人間活動が森林に影響を及ぼしてきたのは太古の昔からである。森林を

焼き払う，農地化する，略奪一方の木材採取などの直接的な森林破壊によ

って，人間文明は支えられてきたといってよいが，さらに近年に至って地

形改変をともなう宅地化，工場用地化，そして土壌汚染，大気汚染などに

よる樹木の生育阻害等々人間活動が森林に対して与える悪影響は枚挙にい

とまがない。

林業が森林に影響を与える人間活動であることはいうまでもない。なる

ほど過去には行き過ぎもあったが，正しく林業が行なわれる限り，その影

響は上記のものに比べて異質のものであり，同列には論じられない。なぜ

ならば，正しい林業は常に「更新」を土台として行なわれているからであ

る。そこには一時的な破壊はあっても，常に回復が後続するのである。

一方，人間にとっての環境という意味での森林を考えることも重要であ

る。つまり，森林の環境形成作用が人間に与える影響のことである。

環境形成作用にも，良環境を形成する場合と悪環境を形成する場合があ．



る。ここでは，森林の人間にとっての良環境形成の面だけを考えよう。そ

れは，最近，緑の効用，無形的効用，環境保全的効用，公益的効用などと

呼称されているもののことである。水保全，土保全，気象緩和等々 の十指

にあまる森林の効用の内容は，すでによく論じられているところであるの

で，ここでは繰り返えさないが，森林の存在が人間生活にとって重要であ

ることは，誰も否定できないであろう。

ついでながら，森林の「公益的効用jという語について意見を申し述べ

たい。現在，木材生産という森林の効用に対して，木材生産以外の諸々の

効用を「公益的」と呼ぶことが一般化している。この語を使うことによっ

て，一般人は木材生産は「公益的」ではないのか，あるいは極端には木材

生産は「非公益的」ないしは「反公益的」なのかと短絡して考えてしまう

危険性があるのである。「公害」という言葉も，他人に迷惑をかけること

（それも個人の場合も）ぐらいに軽く使い，「無公害」という反対語さえ

創り出す日本人のことであるからには，いつ「木材生産は反公益」という

概念を定着させるかわからない。とにかく，少なくとも林業界内部から

ば，誤解を生む危険性をもつ「公益的」を使うことをひかえたほうがよく
はないだろうか。

さて，森林環境と人間との関係には，上記のような相互関係があり，そ

1の相互作用は人間生活にとって大きな意味をもっている。環境の質に対応

する人間居住生活の計画と管理，資源などの諸問題を包括し，広く人間の

環境問題に対処するのが潔蝋科学だとすれば，森林と人間をめぐる環境問

題は，まさに環境科学そのものである。とくに森林を本来の自然植生と

し，国土の大半を森林がおおうわが国にあっては，森林問題が環境科学の

i中で占める位置は非常に重要なものがあるといってよいであろう。

かつて森林の研究はほとんどが林学畑にまかされてきたものであるが，

今日各種の分野の人々 が森林問題に進出するようになったのは，環境科学

としての森林問題が社会的な注目を集め，かつ重要視されてきたことを物
語るものであろう。

森林を木材資源としてのみ認める時代は過ぎ去ろうとしている。そして

今後は森林を「環境」そのものとする見方がますます色を濃くするであろ

う。「環境」も「森林資源」として重要であり，森林は木材等の具体的な林

産物とともに環境も資源として提供するという発想の転換が必要になる。

このことは，森林からの木材等の林産物供給を否定するものでは意い。

林産物資源供給に加えて，環境資源供給も認知しようということなのであ

る。このことは，最近の諸々の社会情勢からみて，すでに林業人にとって

も理念としては理解されているはずである。しかし，現実問題となるとま

だまだ未解決の問題が多すぎ，林業人には拒否的態度をとらざるを得ない
場合も少なくないのである。

それは,「木材は品物として売れるが,環境は売れない」という現実であ

環境科学としての

森林学
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L

る。まだ’わが国では環境を売る制度は，残念ながら確立されていない。

もし'社会が森林に人間生活にとっての環境を期待するならば，「環境も売
れる」ことを社会が保証すべきなのである。もっと端的にいうならば，良
い環境を提供してくれる森林に対しては，その提供をうける人間社会側が
環境保全・提供の代価を支払ってしかるべきなのである。この点で社会的
合意が得られるならば，過去10年ほどの間に顕在化した林業といわゆる‘
自然保護との対立観は解消していくものであろう。

現在，森林に対する代償制度は，徐々 に進行しつつある。たとえば，森
林の水資源確保の機能の維持●増進のためには，その水資源の供給を受け

る下流域が上流域の森林に対して経費を負担する。いわゆる受益者負担の‘
制度の検討が進められ，一部実現例もみられる段階にきている。また，森
林レクリエーションに対する経費負担もよく論じられるところである。

しかし,これらは現段階では森林の「個々 の環境保全的働き」を売り物

とする考え方である。ざらに歩を進めて「全体としての環境保全的働き」
がその対象とならねば’森林の本来の価値は評価されたことにならない。

たとえば，わが国に400万haはあるといわれる里山の広葉樹林，いわゆる

雑木山は，その薪炭林としての利用が下火になって以来，存在価値すら疑

問視されるに至っている。経済的価値はもちろんのこと，個々 の環境保全
的働きも売り物になるほどのものは現在認められない。しかし，それは重
要な「緑環境」なのである。これを用地開発の蚕食にまかせておく危険性
は誰しもが感じているところであろうし，全体としての環境価値の評価が

必要だという意味はここにあるのである。

こうした問題に対応するためにも，森林研究は環境科学としての色彩を

強めていく必要がある。というよりも，いやおうなしに環境科学としての

対応を迫られる時代に入っているのである。従来の林学を否定するつもり

は毛頭ない。それどころか，従来の林学が，森林をめぐる環境科学に対処

できる場面は広いし’最近は実際に対応してきたのである。今後ますます

対応を迫られるにちがいない森林問題に対処するため，従来の林学分野に

さらにプラスして，環境科学的進展が期されるようにしたい，そして，森

林に関する環境科学分野は，他人にまかせるのではなく，林学人，林業人

の手で占めていきたい,というのが筆者の願いなのである。＜完＞

本年2月1日付けで，信州大学理学部（高地生物学担当）に転じ
ました。林業試験場在勤当時に倍するご指導を今後ともよろしくお
願い致します。誌面を借りてご挨拶まで。



7

｜
’

鯛
ﾄU

il紐 篝灘灘‘
卿

『i
P5毎

長 塚耀一一
II

雲毒蕊
琴

畷和53年度
咽

年 ",,i

＃！
‘9111

閏孫予算案の概要鯛
隠
脚 灘

ｆ

：製薩菩患

霧蕊
富！

舗
酎？瀧識蕊繍

夢昌暮

嬢蕊雷雛霊』 P

_韓勘鶏識識-必,＝“協鱈 鍔 ﾛｶ

示している。また林野関係予算は表･1のように

一般公共事業で前年比39.9％,非公共事業で前年

比25.8％，一般会計全体では前年比33.4％と，

それぞれ水準を大幅に上回わる伸びを示すととも

に，各種の新規施策も認められており，ほぼ満足

すべき内容の予算案と思われる。以下林業関係予

算についてその概要を述べることとする。

はじめに

昭和53年度予算政府案は昨年12月29日の臨

時閣議で決定され，本年4月4日に原案通り成立

した。これによると，一般会計予算は34兆2,950

億円と前年度当初予算比（以下前年比と略す）

20.3％増,財政投融資計画は14兆8,876億円と前

年比18.7％増になっている。53年度予算案の最

大の特徴は，最近の急激な円高傾向と対外貿易摩

擦に対処するため，内需の拡大により貿易収支の

均衡をはかることに主力が注がれている点であ

る。このため,政府経済見通しでは昭和53年度の

実質経済成長率を7.0％に設定して財政主導によ

る景気浮揚を企図している。

まず一般会計においては，歳出面で経常的な経

費の伸びを極力抑え，投資的な経費である公共事

業費を景気回復の切り札として，大幅に増額（前

年比34.5％)するいつぼう，歳入面で国債依存率

を32.0％に高めている。また財政投融資計画にお

いても,住宅,公共事業関連の事業機関に重点的に

原資を配分して景気刺激色を盛り込んでいる。と

くに住宅金融公庫の個人向け融資戸数を前年比

64％増の40万戸に拡充するとともに，融資枠の

拡大，返済条件の緩和などきめ細かい対策を行な

い，民間住宅投資を景気対策の重要な柱としてい

るのが特色である。

農林一般会計予算は総額3兆567億円で前年比

15.8％増となったが，このうち一般公共事業費は

1兆1,236億円で前年比37.5％と大きな伸びを

一般会計予算の概要

1．53年度予算案の基本的性格

林業をとりまく現下の情勢は，外材シェアの高

率固定化のなかで木材需給が緩和基調にあるた

め，木材価格の低迷およびこれに影響された伐採

その他の林業生産活動の低下等，極めて厳しい。

このままの傾向で推移したときには，林業を支え

る産業的基盤のぜい弱化を招き，林業の停滞のい

っそうの深刻化に伴って，林業の担い手である山

村社会の衰退および森林のもつ木材生産，水源か

ん養，国土保全等の諸機能の低下を来たすことが

憂慮される。

このため，本年度予算案の編成にあたっては，

①木材需給の安定化と林産物の生産・流通・

加工の合理化

②林業生産の増進と林業従事者の福祉の向上

および養成確保

③森林の保全および森林のもつ公益的機能の

維持・増進

等をさらに積極的に推進することに重点が置かれ

た。また，政府の基本方針である公共事業等を軸



8

表･1昭和53年度林野関係予算事項別表

事項澤隼豊当辮年髻蕊瀧繍事項
百万円百万円’影

〔公共事業〕林産物生産流通改善

治山事業94,981134,266141.4対策
国有林特会繰入87,7811119,466136.1優良種苗確保

民有林？2,錫‘”,，““’撫蕊興地或育

瞥鼻蕊舗蓋鰯::,麓::,蛎!鯛擬絢譲塵“7,200205.6間伐材安定流通パイ
造林事業25,59938,767131.9ロット事業

民有林25,59931,878124旦懲謹等高度利用国有林01，889

林道事業44,66563,211141.5鰻水源緋“特別
民有林44,66561,079136.7林業普及指導
一般林道32,40144,949138.7都道府県林業試験指導
農免林道3,5944,6571296機関育成強化

公団林道4,2425,215122.9森林病害虫等防除

大規模林道4,4286,258141.3林業信用埜金出資

国有林02,132一緑化推進

一般公共計165,245231,244139.9木材備蓄対策事業
林業改善資金造成

災害復旧事業等10,3286,03458.4 小計

公共事業計175,573237,278135.1林業試験場運営

合計
〔非公共事業〕

林野庁一般行政2,1292,561120.3山林事業指導監督

審議会0.6010.620103.2 非公共事業計
林業構造改善対策事業15,55020,957134.8

総計林木育種場運営0138

保安林等整備管理1,0241,039101.5農林漁業金融公庫林業

森林計画1,5151,774117.1関係融資
林業生産流通振興対策1,6092,652164.8財政投融資計画
森林組合助成113136120.4森林開発公団

赫業労働力対策328．““3.2鼻有林野事業特別会

學年豊当撫年謬驚繍監
百万円百無'’93.6影389

274

86

391

98

142．8

114．5

3.0751･57451.1

243276113．7

159519327．4

，6849会3

○
〆
９

８
７

４
今
，
４ 。

》
９

２
３
８
１
９

４
今 107．6

175．7

4，095

150

478

1,7971

1，915

34，830

4，308

39，138

“

39,182

214,755

66，450

5,178

0

534

2，161

2，468

44，431

43812

49，243

45

49,288

286,565

74，500

126｡5

111.7

120.8

128.9

127.6

111．7

125．8

101．5

125．8

133．4

112．1

０
０
０

０
０
０

７
７
０

２
９
ａ

９
８

109,300

12，300

97．000

117．9

126.8

116.9
’

＊（）は国有林野事業特別会計から出資

*＊国有林出盗を含む

とする景気回復対策に沿って，林道，造林，治山

事業等の積極的な拡充が図られた点が予算案の基

本的な性格となっている。

表･1により一般会計予算案の内容をみると，

公共事業では林道・治山両事業が前年比141％強

と大I幅に伸びているほか，大規模（林業圏開発）

林道および国有林治山予算の拡充，国有林野事業

の林道・造林に対する一般会計財源の計上等が主

な特徴となっている。また，非公共部門では，林

業構造改善対策，林業生産流通振興対策，都道府

県林業試験指導機関育成強化，林業改善資金造成

等の予算の伸びが比較的大きいほか，新たに林木

育種場運営費が計上されていることなどが主な特

徴といえる。民有林関係の主な新規予算関連施策

の概要を列記すると次項のようになる。

2．主な新規予算関連施策の概要

く林業生産茎礁の整備等＞

①林業集落基盤総合整備事業



中核的な林業地帯において林業従事者および後

継者の定着・育成を図り，地域社会および林業の

健全な発展を期するため，林道等生産基盤と林業

集落の生活環境基盤の総合的整備をモデル事業と

して行なう。（10地区，385百万円）

②大規模林道事業に係る受益者負担の軽減

低位利用の広葉樹林地帯において林業を中心と

する地域開発をさらに促進するため，全国7地域

の大規模林業圏に建設する大規模林道の受益者負

担率の低減を図る･（受益者負担10％→5％）

③拡大造林および保育に対する補助の拡充

気象条件等が劣悪な北海道および豪湿雪地帯に

おける拡大造林の実質補助率の引上げ，ならびに

保安林以外の森林における保育の補助対象地域の

拡大，を図り森林造成を積極的に推進する。

④間伐促進等特別対策事業などの間伐対策

間伐の促進に重点をおいた特別対策事業を，林

道構造改善事業終了地域等において実施するほか

（55地区，1,017.5百万円)，間伐林道および間

伐材安定流通促進パイロット事業の拡充，林業改

善資金の間伐関係資金融資枠の拡大等により，間

伐の計画的実施を図る。

⑤入会林野等高度利用促進対策事業

国土利用の適正化，高度化を促進するため，入

会林野等の権利関係の近代化に引き続いて農林業

の生産基盤等の整備を行なう。（基本

計画270市町村，事業実施47地区,519百万円）

⑥特用林産振興対策事業

しいたけ等の主産県に特用林産物需給安定協議

会を設けるとともに特用林産物の生産某雅整備を

新たに実施し，特用林産振興対策を拡充する。

（324百万円）

⑦素材生産新作業体系整備モデル事業

零細な素材生産業の生産性の向上および労働安

全の確保等を図るため，地域特性に応じて伐倒か

ら輸送までが合理的に体系化された作業モデルを

確立する。（7県7組合，42百万円）

＜技術の開発・普及＞

③国立林木育種場の運営費の一部負担

品種改良等一般行政部門に関する業務を国有林

9

野特別会計負担から一般会計に移す｡(138百万円）

⑨マツノザイセンチュウ抵抗性育種事業

西日本のマツクイ激害地に残存する健全木から

マツノザイセンチュウ抵抗性品種を創出する。

（100百万円および③のうち109百万円）

⑩大型プロジェクト研究開発推進費

公立林試を中心に国立林試，大学，民間等が参

画する学際的，総合的なプロジェクト研究を推進

する。

（食用きのこ類の高度生産技術の研究30百万円）

（松の枯損防止新技術に関する研究31百万円）

⑪林業普及指導の拡充

林業コンサルタント養成講習を新たに実施する

（5百万円）ほか普及指導事業の拡充をはかる。

＜林業従事者の福祉向上および養成確保＞

⑫林業従事者中小企業退職金共済制度適用促

進対策

優秀な林業労働力を確保するため，特定業種退

職金共済制度の林業への適用を目途とした退職金

職立事業を行なう。（151百万円）

⑬林業後継者育成事業

林業後継者を確保・育成するための研修の実

施，グループ活動の促進，学校教育への教材提供

等を国・都道府県・市町村の各段階で行なう。

（145百万円）

＜森林の公益的機能の増進＞

⑭集落保全総合治山事業

集落周辺の山地災害を予防するため治山施設の

緊急かつ総合的な整備を行なう。

（25地区，963百万円）

⑮昭和の森整備事業

天皇のご在位50年を記念して，お手植えの森

等を国民の休養の場として整備する。

（6地区，165百万円）

＜森林組合および林業金融の拡充＞

⑯森林組合の育成強化

森林組合法の制定および合併助成法の期限延長

により森林組合の強化育成に努めることとし，監

査士制度の新設，および受託経営促進対策事業の

拡充等を図る。（136百万円）
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表･3主要事業量表･2昭和53年度予算案概計

(国有林野事業特別会計，国有林野事業勘定）

分前年度予算'53年度予定’区
錘
が
、
３

千
千
ｋ
ｈ

Ｏ
０
３
０

５
０
７
０

３
Ｑ
ジ
２
５

Ｊ
３
，
９

５
４
１
２

１

４

国有林収穫量

素材生産量

林道新設量

新植面積

８
８
粒
和
蜘
畑

６
８
４
５

５
４
今
１
２

０
８
６
０

０
０
０
０

１

９
，
，
９５

円翫
”
“
僻
坤
皿
岬
岬
琢
皿
０

２
２
９
７
１

８
１
８
８
４
２
１
５
７９

円万
印
”
ぬ
“
０
０
０
鐙
”
”

百
β
β
夕
掲
攪
但
〃

２
６
７
８
５
３
４

０
７
１
８

３
’
２

（歳入）

国有林野事業収入

業務収入

林野売払代

雑収入

一般会計より受入

林 道

造林

治山勘定より受入

借入金

特別積立金引当資金より
受入

歳入合計

（歳出）

国有林野事業費

業務費（生産）

造林費

林道整備費

その他の経費

国有林野治山事業費

林業振興諸費

予備費

歳出合計

る｡(農林業関係分5,334百万円）

国有林野事業予算の概要

1．国有林野事業特別会計53年度予算の特色

国有林野の管理経営は，木林の計画的・持続的

な供給，水源のかん養，国土の保全，自然環境の

保全・形成等の森林のもつ多面的な機能の高度な

発揮を図りつつ，所在地域の社会・経済の発展に

も資することを目標に「経営基本計画」に基づい

て特別会計による独立採算制により進められてき

た。しかし，近年は材価の低迷と伐採量の縮小に

より収入が減少するいつぽう，支出面では生産基

盤整備のための林道・造林投資等の諸経費が増加

しているため，財政事情が急速に悪化し，このま

までは本来の使命の達成が困難な状態に陥ること

が懸念されている。

そこで53年度予算の編成にあたっては本事業

の今後の改善合理化および要員管理のあり方等に

ついて抜本的な検討が加えられ，国有林野事業改

善特別措置法の制定および農林省設置法の改正に

基づいて組織機構の簡素化等いっそう徹底した経

営改善努力を進めることを前提に，一般会計資金

および資金運用部資金の大幅な導入が予定されて

いるのが特徴である。すなわち，国有林野事業特

別会計（事業勘定）予算の内容をみると，歳入・

歳出とも4,053億円で対前年比102.3％となって

いるが，歳入では資金運用部からの借入金の140

億円の増額とともに，新たに一般会計資金40億

円の導入が予定されている。

2．予算の重点事項

①収穫量および素材生産量の確保

収穫量については昭和53年度が「経営基本計

画」の改訂年度にあたるため，この計画期間（昭

和53～67年）の総収穫予定量に基づき，財務事

405,253396,045

395,519

22，298

38，734

43,311

291,174

6，734

0

3，000

405,253

一
○
０
９
３
３
０
０
０
５

３
４
↑
７
８
３
１
０
０
４

７
９
６
６
４
６
７
０
０

分
９
▽
，
１
ｏ
守
７
－
Ｊ
ｇ
Ｐ
？

８
２
０
３
１
６
４
６
６

７
５
６
４
２
９

３
２
３

(注）歳出の53年度予定の各費目の金額が，前年度に比べ
大幅に変動しているのは，林野基幹作業識員給与が立目さ
れたためである。

⑰林業関係金融の拡充

農林漁業金融公庫資金の主務大臣指定施設のう

ち素材生産に必要な機械その他の施設の貸付限度

額を300万円から1,000万円に引き上げるととも

に林業改善資金の林業生産高度化資金の貸付対象

にリモコン集材機,ミスト装置等を追加して（110

百万円),素材生産および種苗生産の新技術導入を

促す。

＜海外林業開発協力の推進＞

⑬海外林業開発推進事業等

開発途上国等における林業生産の向上とわが国

への木材の安定的供給に資するため，東南アジア

地域において総合的な森林開発システムを確立す

る調査について新たに助成を行なう。（6百万円）

国際協力事業団については各種調査，専門家派

遣，機材供与等のための交付金がさらに拡充され

事項 前年度 53年度
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3．組織機構の簡素化

国有林野事業の改善合理化を進めていくうえ

で，組織機構の簡素化により事業活動をよりいっ

そう効率化することが不可欠になっている。この

ため前述の農林省設置法の改正等一連の措置によ

り組織磯構の大幅な再編整備が行なわれる予定で

ある。

まず林野本庄では，国有林および民有林を通じ

た総合的な施策の展開と，国有林野事業の改善合

理化の強力かつ計画的な推進を図るため，新たに

次長を置き，また営林局については，北海道5営

林局のうち札幌営林局を北海道営林局とし,旭川，

北見，帯広および函館の4営林局を北海道営林局

の4支局に縮小改組するほか，営林署についても

北海道以外の9営林局で，各局1営林署の統廃合

を行なうなどの組織の再編・簡素化を行ない，改

善計画に沿った経営体質の強化を図る予定となっ

ている。（ながつかよういち・林野庁計画課）

情の悪化する期間に最大限の収入を確保すること

を目標として，前年度とほぼ等量の収謹量を定め

るほか，委託販売等の有利販売の拡充を図る･ま

た製品（素材）生産事業については，森林の多面

的機能を高度に発揮させる施業に努めるととも

に，振動障害の防止等に十分配慮しつつ生産性の

維持向上を図るため，リモコンチェンソー，玉切

り装置等の無振動機械の導入を行ない,490万nl8

の丸太を生産する。

②造林・林道事業の計画的な実施

造林については保安林における新植経費の30

％（19億円)，林道については民有林関連の重要

幹線開設費の45％(21億円）を一般会計から導入

するほか，資金運用部資金970億円（造林720億

円，林道250億円）の借入等により，事業の経営

基盤として不可欠な森林の整伽を計画的に行な

う。なおとくに地域の林業振興のために部分林制
廿n

度の活用を図るととも侭間伐作業の効率的な実

施のために間伐林道および作業道を作設する。

Ｅ
一
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架空索第2機械室
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林簔蛎蝪の新時代を迎えるにあたって
いま，ようやく移転を完了するにあたって，た

またまその責任者の立場にある者として，これま

でその衝にあたってこられた歴代場長はじめ職員

の方々，農林省，建設省等の関係者，設計者，施

工者その,他多くの方々にこの誌面を借りて深い深

い感謝の念をささげる次第である。

以下編集室からの求めをさいわいにこのたびの

移転の概要を読者諸氏にお伝えすることとする。

林業試験場の歴史

わが国における，国による林業の試験研究の芽

生えは,明治11年林業試験場の前身ともいえる西

ケ原樹木試験場が創設されたのにはじまってい

る。この試験場は内務省山林局の所管となった

が，明治14年山林局は農商務省に移り,樹木試験

場はその翌年東京山林学校の開設とともに同校の

所管に移った。これは樹木試験場が，試験研究と

ともに林業人の義成を目的にしていたからであ

はじめに

林業試験場本場は，1978年3月1日，筑波研究

学園都市に移転して，新しい林業林産の試験研究

推進のスタートを切ることになった。実際の物理

的移転は,2月中旬から3月中旬の1カ月間を要

し，物品輸送はトラック500台以上に達した。職

員およびその家族の移転は別にして，である。

400人を越す大部隊の移転は，筑波にとっても

はじめてであったし，そのこと自体が大事業であ

ったには違いないが，なにせ林試が73年間住み

なれた目黒の地を離れて移動しようというのだか

ら,移転計画の推進にもその内容にも,かなりの抵

抗や回りみちがあったし，筑波での林試の建設に

は周到な準備と格段の努力が払われねばならなか

った。林試の移転が話題にのぼりはじめてから実

に30有余年，筑波移転が検討され出してから15

年にもなる。思えば長い陣痛の期間ではあった。



る。明治19年には,東京山林学校は駒場農学校と

合併して駒場に移ったので，その跡地はふたたび

山林局直轄の林業試験場となった。その業務は明

治23年，東京大林区署に委託されている。

明治32年になると，国有林野特別経営事業が

開始され,試験研究の必要性も増大したので,当時

,の林野整理局は東京府下目黒村の民地を買い上げ

て目黒試験苗圃と名づけ，西ケ原試験場の業務を

特別経営事業の一環としてここに移した。これが

目黒の林業試験のはじまりである。当時はまわり

.に人家とてなく，キツネやウサギが自由に出入り

していたそうである。明治34年には，延335坪

1にわたる何棟かの建物が建てられたし,明治37年

には林業試験報告第1号が刊行されている。

明治38年11月1日，農林省分科規定が改正さ

れ，山林局内に林業試験所が設置された。現在林

業試験場では，この日をもって創立記念日として

いる。林業試験所の名は，明治43年林業試験場

と改められ，それ以来，その名はかわっていな

･い。なお，農林省林業試験場と通称してきたの

,は，大正11年，国有林経営業務から離れ，本省

直轄の林業試験場となって，広く一般林業研究を

業務として扱うことになったのを記念してのこと

で，これは昭和24年林野庁の付属機関の形態を

とるにいたってからも変わってはいない。

この間，林業試験場は世情の移り変わりに応じ

て変転を続けながら次第に充実してゆく。鍛冶谷

沢木工所，39カ所にわたる森林測候所,仙台，熊

本両支場のほか，いくつもの試験地や出張所が設

置され，廃止されていった。現在でも明治43年

に設置された高荻試験地をはじめ，十日町，小笠

原，赤沼，釜淵（山形)，高島（岡山）等の試験地

はいまもなお健全にその任務を続行している。昭

和16年度末の林業試験場は,職員数183名，目黒

での建物85棟2,550坪に達していた。

昭和20年5月24日，空襲によって林試本場は

その施設のほとんどすべてと，貴重な文献，図書，

資料の大部分を失ったまま終戦へとつき進んだ。

焼跡の上で平和を迎えてから，場員一同が一丸と

なって林業試験場の復興に努力した姿はまことに

13

涙ぐましかった。昭和23年2階建の本館がいち

早く竣工し，ささやかな祝い酒に酔いしれた感激

はいまもなお忘れられない。これより先,昭和22

年に,林政統一により帝室林野局東京林業試験場

北海道および北海道庁林業試験場が本場と統合さ

れた。現在の浅川実験林および北海道支場であ

る。同時に営林局の試験調査部門が現在の東北，

関西，四国，九州支場へと発展し，後に木曽分場

も付加されて現在の大林業試験場の組織が完成し

たことはあえて詳説するまでもない。

このたびの筑波移転直前の林業試験場本場の体

制は,職員定数433籍（林試全体では792名),建

物116棟（宿舎41棟を除く）5千7百坪に達して

いる。組織は10部4課,林政統一時には6部3課

1室であった｡新しい年度からはさらに1部1課

が加わる。

林試移転の経緯

林試の目黒からの移転は，すでに終戦直後から

検討されはじめていた。施設がほとんど灰になっ

てしまったこと，早急な復興が望まれたこと，林

産部門の強化と場合によっては分離独立なども考

えられたことなどからである。南多摩陸軍弾薬庫

跡，大船の海軍燃料廠跡，中目黒の海軍技術研究

所跡，大井町の鐘紡工場跡などが，次から次に浮

かんでは消えた。

その間にも木材の入手ほお手のものとあって，

さきの本館はじめ研究室の建物などは，同じく戦

災にあった他研究場所を尻目に次々と建てられて

いった。林政統一で本場集中がはかられた林産部

門は，五反田の星製薬あとに移転話が具体化した

が，いま一歩のところで価格が折り合わずご破算

となり，その予算で昭和29年目黒の地に待望の

鉄筋コンクリート造1,340余坪のいわゆる林産新

館と付属屋が完成した。このため5月31日には

両陛下においでいただいたぐらいだから，そのよ

ろこびのいかに大きかったかが想像できる。

その後，ひき続いて林業新館を建設する計画も

進められたのだが，木造での復興が予想外に早く

進んでいたこともあってか，予算獲得までにはい

たらず，ついにその後目黒の地にRC造本建築の

夕
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建てられることはなかった。敷地の大部分が緑地

指定になってしまったことの影響もあった。した

がって移転の必要性は依然としてくすぶり続けて

いたわけである。加うるに都市化の波は目黒の森

にもおしよせ，生物的な研究には芳しくない環境

になってきたこともそれをあおった。

昭和36年，米軍は都下調布市にあった広大な

水耕農場を日本政府に返還することになり，林試

は他場所とも語らってここに新鋭施設を造ること

を計画した。皮算用は順調に進むかにみえたが，

たまたま東京オリンピックの開催が決定され，候

補地はその施設に転用されることとなって計画は

あえなく崩れてしまった。

たまたまこのころ政府は，首都圏の過剰人口緩

和の一環として官庁の移転を検討することとし，

昭和36年9月1日にはその旨閣議決定した。そ

してその後，移転の有力候補地として筑波地区が

次第に浮び上がってくる。そしてその対象官庁も

研究教育機関に絞られてきた。ひとたびは調布移

転を考えた農林省の研究場所が筑波を一つの有力

候補に考えたとしても不思議ではない。昭和38

年春には農林省の研究場所によって筑波地区の環

境の予備調査も行なわれた。林業試験場では，こ

れと前後して，ひそかに浅川移転の検討も行なわ

れたが，このほうは狭きにすぎるということでま

もなくさたやみになっている。38年9月10日に

は筑波地区に研究学園都市を建設するという閣議

了解があり，研究学園都市は本ぎまりとなった。

首唱者は故河野一郎氏とされている。

昭和42年9月5日には移転36機関の指定が閣

議了解され，その中に林試も入っていたことはい

うまでもない。計画に多くの未知と不安と不信を

感じとった職員の間には，労組をはじめ多くの反

対意見がまき起こった。林試とて例外ではなく，

その声は今回の移転寸前まで続いたのもまたやむ

を得ないことであった。42年8月には,移転機関

の策定を目前に，農林事務次官名をもって首都圏

整備委員会等に10カ条の条件を申し入れるなど，

それぞれの立場からも，職員の不安の解消には，

きわめて大きい努力が払い続けられたことも書き

そえておこう。

昭和45年5月19日には，筑波研究学園都市建

設法が国会で全会一致で決定され，この計画は全

く不動なものとなった。この都市の概成時期は，

はじめ昭和50年とされ,ついで52年，50年，54

年と移り変わってき､たが，それにつれて林試の概

成移転時期も，48年，50年，52年と目標が変わっ

てきている。この閣議決定の度々の変更一つを見

ても，研究学園都市の建設は，相当な難事業であ

ったことがわかる。ともあれ，林試の建設は昭和

49年4月15日のほ場造成地鎮祭，同6月7日の

起工式をもって幕を開いたのである。

筑波研究学園都市の構想

筑波研究学園都市建設法には，試験研究および

教育を行なうにふさわしい田園都市を整備するこ

とを主目的とし，首都圏人口の過密緩和は従とな

っている。これまでの経緯はともあれ，世界的高

水準の研究,教育ができる都市を形成することが，

そのためのあらゆる便宜をはかることを含んで最

終目標になっていることは間違いないであろう。

この，世界でも例をみないという研究学園都市

の全容は，都市計画区域としては2万8zFhaに及

び，研究学園地区に2,700ha,研究教育機関用地

に1,500haを確保して，南北18km,東西6km,

6カ町村に及んでいる。東京の国電とダブらせて

みるとその大きさがわかるであろう。位置は国鉄

常磐線の西側，土浦，荒川沖，牛久の駅に近く，

東京からは約60kmの距離にある。人口は研究学

園地区に10万人，この地域内の既存人口とあわ

せて約20万人が想定されていて，昭和43年には

じめて国立防災科学技術センターの工事が起工さ．

れてから，ほぼ12年を必要とする一大プロジェ

クトとなった。世界最大として知られるノポシピ

ルスクの科学都市は，面積1,300ha,人口4万人

であるから，筑波研究学園都市はこの規模をはる

かに超えている。予算規模も，当初6千億円とさ

れたが，現在すでにその額をこえ，最終的には1

兆円を超えようとしている。なお，林試の建設予

算は200億円である。

筑波研究学園都市に建設される諸織関は，図に
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見るように,文教系（5機関)，理工系(17機関)，

建設系（5機関)，生物系(15機関)，共同利用系

（1機関）計43機関が5グループにわかれ,それ

ぞれ，集団的に配置されている。生活圏も3地区

に集中されているが,それぞれ,購売,教育,医療

設備等にかなりの配慮がなされており，完成の暁

には安定した文化生活を送りうる都市となろう。

筑波の泣きどころは交通機関である。常磐線が

取手以遠は交流直流の切替えが必要で，電車乗入

れが困難だし，バスの回数がまだ人口の少ないせ

いもあって間が遠く，花室地区からこそ土浦にむ

けて1時間に3本ほどのバスの便はあるが，その

他は著しく不便である。まして地域内を移動する

には，車がなくてはどうにもならない。バスが1

時間に1本とか2時間に1本程度しかないからで

ある。もちろん人口が増えるまでの一時的現象と

考えられる。現在，東京との交通には常磐自動車

高速道が工事中であるし，域内にもジュラモード

バスなど新しい交通システムの導入も計画されて

いる。域内には,3車線2車線の,並木歩道，自転

車道をともなった立派な道路が縦横に走っている

ことだから，将来の交通には問題がない，と考え
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てよかろう。

住宅団地に入ってみると，あらゆるタイプの高

層，中層，低層の住宅が整然と並んでいる。その

間に小公園が点在し，並木のある遊歩道がその間

を通りぬけていて，外国のどこかの街に来たよう

な錯覚を起こさせる。もちろん，人通りは少な

く，空屋は多く，建設中の建物もいたるところに

あって，発展はまだこれからだが，諸機関諸設備

の完成とともに筑波研究学園都市の将来は，まこ

とに夢多きものとなるであろう。

新装なった林試

林業試験場は筑波のあらゆる機関のうち，最南

端，最も駅に近い"茨城県稲敷郡茎崎村松の里1”

にある。この位置を選んだのは，土壌条件その他

が生物系団地の中では最も林業の試験には好都合

だからであった。それでもスギなどの苗木の生育

には凍害の影響のおそれがあって不適当であり，

団地外圃場として石岡の近く千代田村に16haの

千代田試験地を別途設定してある。

林試の面積は33ha(別に5haの飛地が近くに

あり，樹木園の一部とばくろ試験場を兼ねてい

る)，建物延面稜は本館の29,800m2をはじめと

して84棟56,700m2に達する。目黒に比べると

敷地面積が3.1倍，建物延面積が3倍強とかなり

広くなっているが，全休規模が大がかりになった

ため，それほど広大という感じは受けない。棟数

は本館が5階建一部6階になっている関係もあっ

て目黒の7割くらいに減って集約化されてはいる

が，なおこれだけの棟数が必要であったことは，

とりもなおさず林試の業務内容が著しく複雑多岐

にわたっていることを物語っている。

正門を入ると左側は暖帯系，右側は寒帯系の内

外樹種を植え込んだ樹木園になっていて，ケヤキ

並木（まだ小さいが）に続くトチ並木に入る間も

なく，これも樹木園をかねた植込みごしに緑とよ

く映えた淡いれんが色の本館の雄姿が展開してく

る。サツキとコグマザサの細長いアプローチから

正面玄関に入ると，展示場をかね，吹き抜けにな

っている広いロビーは，外壁から回り込んだタイ

ルと豊富に使われた木材とがほどよいコントラス
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トをみせている。むかって左側が2階建の管理

棟，右側に5階建の南北2棟の研究棟，それをつ

なぐ中央棟がある。研究棟は上から化学系，生物

系，人文工学系部門の順に研究部が配置され，中

央棟には部科長室，各部事務室，輪講室などが集

中的に配置されている。南棟の奥には上が図書

館，下が食堂，売店，医務室等からなる厚生棟が

あり，その先には雨水調節をかねた広い池があっ

て，ロビーの奥の日本庭園とともに中央のかなめ

となっている。本館では，ロビーのほか,会議室，

場長室，厚生棟など極力木質の内装によってゆと

りをもたせ，林業試験場のイメージを強化した。

敷地の北側には特殊な実験や大型の施設のため

の別棟が林立しており,西側は苗畑,南側は運動施

設,倉庫,車庫などである。特に体育館風の工作室

兼倉庫は集成材構造で，日本ではじめて鉄骨造と

同等以上の耐火性を認められた木造建築である。

以上建造物の概説をこころみたが，その内容も

かなり充実していて，若干の例をあげると，航測

用映像解析装置，架空線集運材試験鉄塔，大気汚

染人工気象室,薬剤スクリーニングセンター,山地

水文テレメーター，繊維板製造装置，実大構造強

度試験装置，その他進歩した分析機器などあげる

にこと欠かない。10万冊以上も収容できる図書

館には，コピーサービス，閲覧用個室なども完備

していて外部の方の便宜供与もはかられている。

いずれにせよ目黒時代とは一けた違うといってよ

いであろう。このほか野外試験のフィールドとし

て，笠間営林署管内に筑波実験林142.2haが設定

されている。

新しい林試のこれから

1978年は，西ケ原樹木試験場が設立されてか

ら,ちょうど，100年目にあたる。この100年間の

世の変遷，林業の移り変わりを顧みると，これか

ら先100年間に何が起こるかは全くわからない。

わかっているのは,林業試験場が新しい100年へ，

いや数世紀へふみ出す避礎がやっと固まったとい

うことである。日本の林業界のためにもご同慶の

いたりで，多少足の便がわるくなり，皆様にご迷

惑をかける点はお許しいただきたい。

林業試験場の名称は別に変わるわけではない

が，農林省が農林水産省と改名の予定であること

もあって，今後，農林省林業試験場と呼びならす

ことはやめて，単に"林業試験場"と呼ぶことにし

た。英名も，従来のGovermentForestExperi-

mentStationはやめて,ForestryandForest

ProductsResearchlnstituteと呼蕊こととして

いる。ともに今後の抱負を秘めてのことである。

これからの世の中で，林業問題はますます重要に

なってゆくと同I1寺に，ますます複雑困難の度を加

えてゆくであろう。われわれには筑波移転を終え

てホッとしている余裕はない。どうなるかわから

ない林業界の将来のために，林試は次の100年を

歩みはじめねばならないのである。私は有名な人

工都市ブラジリアに接したとき，そのたたずまい

もさることながら，その壮大な情熱に心を打たれ

た。新しい林試も，施設の優劣はさておいてこれ

からの研究に注ぎ込む雄大な意欲で国民の要望に

こたえたいと思っている。

林業試験場の移転にあたっては，林試内に筑波

建設本部を設けて建設の企画，交渉，監督等にあ

たり，さらに筑波移転本部を設けて移転業務,職員

の生活問題の解決に当たってきた。松井建設本部

長，引地専門官，山下移転本部長をはじめ多数の

スタッフの日常業務をかかえながらの血の出るよ

うな努力の集職が新しい林試を造り上げたのであ

る。自画自讃になるがよく建設関係筋から,《淋試

はよいスタッフがそろっている”と賞讃というよ

りは驚嘆に近い言葉をいただいたものである。新

しい林試がもしすぐれているとすれば，それはす

べてこのスタッフのおかげである。そしてそれは

これからの林試の活動のうえにも大きく反映され

てゆくことであろう。

最後になったが目黒の林試跡地は，大蔵省に返

却してそこで処分法がきまることになっている

が，永年育ててきた樹木を出来るだけ損ねない利

用法をと期待もし，お願いもしている。懐かしい

林試の故郷として，目黒の森がいつまでも緑に栄

えてゆくことを祈ってやまない。

（うえむらたけし．林業試験場長）



三浦実験林の母樹法更新地における設定後3

年目の状態一ササがよく枯れている更新面

赤井龍男

10年を経た三浦実験林をめぐって

木曽ﾋﾉｷの
天然更新とササ
木曽ヒノキの生い立ち－その推論と適用問題

木曽地方には現在6万ha余の天然生林があり，

そのうちヒノキは600万nl3,サワラは300万In3

の蓄積があると推定されている。また現在の木曽

ヒノキの樹齢は250～300年のものが多いが,800

～1,000年という高齢のものも生存する｡まさに内

外に誇りうる貴重な森林資源であるといえよう。

木曽ヒノキ林の成因についてはこれまでいろい

ろな説（御料林，1939，長野林友，1975～8など

参照）が出されており，特に徳川時代の択伐や強

度伐採によって天然更新したものであろうとの考

え方が多いが，これらは伐根の年齢調査や若干の

史実からの推論である。最近長野営林局において

木曽ヒノキ林の成因，経過，現況の総合調査が行

なわれているようである（林業技術6，1977）の

で，それらの成果が出されれば，ある程度往時の

木曽ヒノキ林の概貌は画き出されるかもしれな

い。しかし現在のヒノキ林の前の，あるいはその

1代前の木曽の山々はどんな林分状態であったの

か，あるいは徳川の中期，今から約270年前，五

木禁制という保謹政策をとらなければならなかっ

たほど強度の伐採が行なわれ荒廃していたとして

も，当時の更新面（林床）はどんな状態であきた

のか，おそらく明らかにすることはできないであ

ろう。

したがって現在のヒノキ林が強度伐採の跡地に

天然更新したいわゆる天然生林であるとして，同

様の伐採法を用いて単純に天然更新を期待するの

は極めて危険である。というのは，人為的な伐

採一大径材の利用伐採の可能性が大きい一や室

戸，伊勢湾台風のような風倒被害など大小さまざ
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まな森林の破壊をうけて徐々に天然更新したこと

は間違いないと考えられるが，少なくとも肝心の

天然更新のプロセスに関しては，まだほとんどわ

かっていないからである。ただ250年とか300年

という長い時間を与えれば，あるいはたとえササ

生地でも天然更新による再生が可能であるかもし

れない。しかしこれは略奪林業の誇をまぬかれな

いであろう。

林業的に天然更新を取り入れようとするなら

ば，ある程度見通しの立った確度の高い技術体系

にもとづく施業を行なうべきである。そのために

は天然更新にかかわる広範な学術調査と実験研究

が必要になろう。三揃実験林はそのような課題を

一つの目的として設定されたのである。

三浦実験林で行なわれている天然更新法

木曽御岳山の南西斜面，標高1,200～1,700m

の約9,000haに及ぶ準平原状の地域は，冷涼多雨

な気象条件のために落葉枝の分解が悪く，いわゆ

る湿性ポドゾル地帯となっている。さらに加えて

この地域のほとんどにはササが繁茂しているた

め，過去数十年間幾度か試みられたヒノキの択伐

天然更新（小面讃皆伐更新も含めて）はほとんど

成功せず，また人工造林したヒノキもその生長は

著しく悪く，その後改植されたカラマツも谷筋を

除いて全般的に期待されたほどの生長はみられな

いなど，森林の再生を著しく困難にしている。ち

なみに1937年植栽のヒノキ林は現在約4～51nの

樹高で,他の木曽地方の地位下の林分の樹高約10

mと比較しても，極めて生長が不良である。しか

し湿性ポドゾル地帯ではそれなりの生長をしてい

ると理解すべきで，好条件の所と比較し直ちに不
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続くようになったのである。

天然更新の経過一稚樹の消長と生長

三浦実験林における各種天然更新試験の詳しい

経過については毎年の､《三浦実験林報告書"(長野

営林局）や"ヒノキ林一その生態と天然更新”（地

球社，1974）などを参照していただくとし，ここ

では上木の存在，ササの成立状態などを組み合わ

せて試験している帯状皆伐更新地の例を一部紹介

してみよう。図｡1は1977年8月現在の，ほぼ10

m間隔に設置した2×2mの各調査プロットにお

けるヒノキ稚樹の発生，成立状態を示したもので

ある。この試験地は種子の有効散布距離から伐採

帯の幅を,樹高の2倍約50m(母樹法の母樹間隔

も同様）とした1/2交互帯状更新地で，帯状番号

No.1からNo.11まであり，奇数番号は保残帯であ

る。図・1はそのうちのNo.5からNo.10までを示

した力団'No.5,6,9,10は1969年除草剤を散布

したササの枯殺地である。

図からも明らかなように，保残帯でも伐採帯で

もササの成立地における稚樹の本数は著しく少な

成績であるときめつけるのは多少問題であろう。

三浦実験林はこのような湿性ポドゾルという林

木の生長にとって特に厳しい環境条件の地域に対

する適切な森林造成の指針をもとめるために，

1966年11月，王滝営林署管内三浦国有林に設定

されたものであるが，総面積約420haのうち，半

ばは，当時伊勢湾台風，第2室戸台風の被害をう

,けたままの荒涼たる風倒地であって，このような

箇所には造林樹種，植付け方法，施肥などの人工

造林試験を，残りの被害の少ない箇所には天然更

新試験が計画された。

天然更新試験は多くの調査資料を解析した結

果,すべて,更新伐採一除草剤によるササの枯殺一

粗腐植の分解促進一稚樹の発生，成立一再生した

ササのコントロールー雅樹の生長，という過程を

基本にして組立てられている。すなわち湿性ポド

ゾル地帯の粗腐植の堆積は乾重で平均50ton/ha

前後，多い場合は100ton/haを超えるところもあ

るので，まずこの粗腐植の分解を促進させる必要

があり，また，地上部（桿，・葉）乾重が10～20

ton/haもある密生したササを除去することが，

その分解促進のためにもさらに稚樹の更新のため

にも必須の条件であったので，除草剤によるササ

の枯殺を前提として設計されたのである。

更新作業法の主なものは択伐あるいは漸（傘）

伐（伐採率50％)，帯状皆伐(50mおよび30m

幅1/2交互),群状母樹法(伐採率70，85，95％）

である(三浦実験林のあらまし，1974参照)。

このような実験の計画は京大四手井名誉教授を

はじめ学識経験者の提言によって立てられ，信大

浅田教授を代表とする大学，試験場の研究グルー

プによって継続調査が行なわれているが，企画調

整，作業実施を担当された当時の伊藤精三局長は

じめ長野営林局，王滝営林署関係者の情熱と努力

は大変なものであった。実際の設定作業は1967

年から始まり1971年にいちおう終了した。しか

し1970年以降除草剤の散布が諸般の事情で禁止

されたため，その後の更新面の整備は全くできな

くなった。古い試験地はすでに10年を経過した

が，ササは着実に再生，回復し，ササとの苦闘が

(本m苫）
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･く，設定後10年を経過してもなお天然更新の見

込みはほとんどない。このことについては後でふ

れるが，ササの密生による陽光遮断とササの落葉

による被覆が主な原因である。

これに反し，ササを枯殺した更新面には保残

帯，伐採帯とも稚樹の発生，成立数が多い。しか

しこの傾向も更新面の状態によっていろいろ異な

る。たとえば上木の存在する保残帯では図･1の

ように現在稚樹の成立数は比較的多いが，設定後

数年間は]n2あたり40本前後発生した稚樹が1年

後にはほとんど消失したこともあり，なかなか定

着しなかった。これは厚く堆積した粗腐植上に発

生した稚樹が樹冠に一時貯留され大粒になった雨

滴によって掘り起こされたためで，漸伐更新地で

も同様の現象がみられた。その後，ササの枯死に

よって地表面に陽光が入り，粗腐植の分解も進む

につれて稚樹が成立するようになったが，傾斜が

35。を超すNo.9のような斜面では，粗腐植や土壌

が移動，流亡するので，なかなか稚樹は定着しな

‘い･また緩斜地のNo.5の保残帯は稚樹の本数は

多いが，側方からの陽光の入る林縁付近を除いて

林内の稚樹の生長は著しく悪い，しかし50％ぬ

き伐りした漸伐更新地の稚樹の生長は比較的良好

帯状皆伐更新地の比較的更新状態のよい伐採帯(No.10)に

おけ為股定後10年目の状態一ササが回復したので粗雑な
刈払いを行なった結果，更新樹がよく目立つようになった

である。したがって保残帯も適度なぬき伐りを行

なうほうがよいように思う。

一方，この帯状皆伐更新地でもっとも更新状態

のよいのは伐採帯である。特にNo.10の伐採帯は

20cm以上の大きさのものがIngあたり3～4本以

上も成立し，写真のように50cmから1mを超す

ものも目立って多くなってきた。しかし，当初粗

腐植の除去を行なったNo.6の伐採帯ば,数年間ほ

とんど稚樹が定着しなかったため，比較的若いも

のが多い。これは直播きやポッ1,試験などの結果

ｲﾐ/11,2
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Ｎ
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Ⅱ

図･2帯状皆伐更新地伐採帯(NQ10)の各調査プロットに

おける7年間の稚樹本数の変化115
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からもわかったことであるが，雨滴害のほか乾燥

害を防ぐために，適度な下層植生や落葉枝の被覆

のあるほうがよく更新するということであるの

で，一般にヒノキの天然更新に関しては地表かき

起こしなどの作業は不要である。

さて,ある更新地における稚樹の成立数は,当年

生稚樹の発生数とその年の枯死数との差引きによ

って決まるものであるが，図･2は帯状番号No.10

の両林縁と各プロットにおける最近7年間の稚樹

の消長を示したものである。当年生稚樹は47,49,

50および52年度に発生しているが，50年度は特

に多く，これは他の試験地でも同様であった。す

なわち47,50年の秋は凶作であったことになる。

一般に発芽当年の枯死率は大きく，年とともにそ

の率は小さくなるので，ここは全般的に成立稚樹

数は次第に多くなる傾向がある。

しかしササを枯殺したいずれの試験地もここ数

年前から急速にササが回復し始め，地上部乾重で

10ton/ha前後，地床の相対照度は稚樹が何とか

生きられる2～3％の状態になってきたので50,

51年の両年高刈り（途中刈り）を行なってみた。

その結果刈払われたり，急激な陽光の射入によっ

て枯死した稚樹が少なくなかった。図中この両年

の本数減少の大きいのはこの刈払いが原因であ

る。この傾向は母樹法更新地でも同様であった。

さらに刈払われたササに被覆されて枯死したもの

も多く，また刈払ってもその翌年はもう半ば以上

に回復する場合が多かった。

このように当初ササを枯殺した帯状皆伐の伐採

帯や漸伐あるいは母樹法更新地にはかなり多くの

ヒノキ稚樹が成立し，一応更新の見通しはついた

ところと考えられるが，急速なササの再生，回復

は今後の稚樹の生存に大きな不安を与えている。

ササと天然更新

林床で発芽したヒノキの稚樹は，まず子葉を展

開し，初生葉から成葉を形成するようになるが，

この最初の段階はまさに乳幼児と同じである。そ

の健やかな成育を望むなら，柔かなベッドを与

え，適当な光条件(平均相対照度5～10％)のもと

で適温適湿に保ってやるほか，風雨からも守って

やらなければならない。またササ丈を超すくらい

の大きさになるまでの間は，寒さや乾燥の害を防

いでやる必要がある。天然更新というのは母樹と

しての上木と下層植生との組合せで，上述のよう

な適切な環境を作る技術であり，まさに環境保全

を最重要視するシステムである。この地域の天然

更新に対するいくつかの障害についてはすでに述．

べたがもっとも問題になるのはやはりササの成立

状態である。

最初に述べた現在の木曽ヒノキ林の成因が，そ

の年齢分布とか根上り木の集中性からみてササの､

開花とか繁茂状態と密接な関係があるとする斎藤

章一郎氏（長野林友1977，8）の説には明らか

な根拠がある。長い木曽ヒノキの歴史の中で，サー

サとのかかわりは少なくなかったはずである。数

十年ごとに開花枯死するといわれるササの生態尭

象を，薬剤によってコントロールし，ヒノキを天

然更新させようとする人智は間違ってはいまい。

このササのコントロールは前述のように刈払いで：

は問題があるので，散布方法を十分配慮するなら、

設定当初使用した塩素酸ソーダ系の枯殺剤でもよ

いが，地力維持と稚樹の保護植生としての役目を

考えるなら新筍の生長抑制剤であるフレノックを

用いるのがもっとも有効適切であると考えられ､

る。

永続的な林業の本質は地力維持，環境保全であ．

り，天然更新はまさにそれを根幹としている。し

たがってこの上木と下層植生と稚樹の共存，調和j

を保たせる天然更新技術とそのシステムをもとめ

ようとする三浦実験林の使命は極めて大きい。さ

らに湿性ポドゾル地帯の森林についてはこの実験

林の成果が出るまで施業を見合せるという局署の．

方針に対しても，以上解説した天然更新に関する

ササの薬剤によるコントロールの必要性を十分認

識していただくとともに，隣接局署ですでにフレ

ノックなどが使用されている実態をも考慮して，

早急に実験の目的が達せられるよう関係者の努力

を期待したい。ササは人間にとって敵にも味方に

もなる。これがこの10年間の総括でもあった。

（あかいたつお・京都大学鯉学部助教授＞
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よいのである。要するに林業経営は労働の調達が外部市

場から可能であれば，封建制以来労働組織を企業内に持

つ必要がないので少人数の管理組織があれば，超大面稜

といえども経営が可能であることを示している。

すなわちわが国では封建制下の藩有林および明治に入

ってその系譜である国有林，御料林それに道有林が管理

組織（『所有と管理の分離』型態）で，労働組織が企業

外で経営されてきた基本的な性格はこの『林業生産の自

然性』からくる林業労働の特異性に求められる。この性

格は吉野林業の山守制など広く大山林所有者経営にも十

分あてはまることである。

そしてさらにいうと第2次世界大戦前のドイツ，オー

ストリー等において，18世紀の封建制下で王侯貴族の

林地・林木としての財産管理の技術学として森林経理学

が林業経営学の成立以前に成立して考究されてきた理由

が，結局はこの『林業生産の自然性』とこの王侯貴族の

持つ経営基盤からして，林業経営の目標が財産経営によ

る交換価値生産よりも自家用，地域領民のための使用価

値生産に重心がおかれてきたがために林地・林木一蓄職

一すなわち物の運動法則の考究をした森林経理学の成立

がここにあるのでないかと思う鍼これは筆者の穿ちす

ぎであろうか。

しかし現在，わが国の公営林業企業体を含めて日本林

業の全体は労働の面からその成立基盤の変革が進み，こ

れまでの『所有と管理の分離』型態では対応しきれず，

新たな原理，たとえば市場機構の下において『行政と経

済の分離』，『所有と経営の分離｣，『林業労働の再組織

化』といった諸原理によって，経営の革新を進めざるを

得ない。つまりこれが歴史の進行方向だと筆者は思う。

蟻●

4．林業生産と管理

これまで述べたように『林業生産の自然性』から林業

軽営の特異性，林業技術，労働の特質等についてはかな

り明らかに検証しえたと思う。本項も林業経営の特異性

としてみることができる。以下さらに検証してみよう。

その前にここでいう管理の意味について述べておく。

Iいわゆる『所有と経営の分離』という言葉がある。たと

えば株式会社において，所有者たる株主は株主総会にお

いて経営者を選任する。経営者は株主から会社経営に必

須の予算と人事の全権が委任されて経営に当たる。これ

が『所有と経営の分離』である。

これに対しこの一段階前としての『所有と管逗の分

離』という言葉を使いたいのである。すなわちこの言葉

は現在の国有林，道有林経営のあり方を示すのである。

つまり所有者たる国または道は，その国，道有林の当事

者に予算と人事の総枠を与えている。要するに管理の委

任一管理者一である。この点前記の株式会社の経営者と

基本的に異なるところである。

本誌No｡425(8月号）の日本林業の樅造の章でみた

ように国有林等の公営林業企業体の比重は面積的には半

数に近いもので他産業には見られない特色である。この

ことは先進国としてかなり共通的である。もちろん先進

国において公営林業企業体の存在は一定の政策目的を持

って存在するものもあるが，日本，西欧諸国のもの脇封

建制時代からの歴史的存在のものである。なぜそうな広

か。どうも『林業生産の自然性』からきていると思われ

る。すなわちすでに述べたように，労働は林業生産の中

の必須要素ではない。しかもその労働は断続的，季節的

であり，その技能は外部市場に依存可能である。しかも

それは必要な時に調達しうる量の確保だけである。つま

"りそれを可能とする経済体制（労働市場）が存在すれば

Ⅳ森林の公益生産
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完結するのに対し，後者は『林木の存在』が必須であ

る。この限りにおいてこの両機能はトレー・オフの関係

にあるといいえよう。しかしその森林伐採が目標とする

生産財の種類と，公然生産財にあっては種類とその要求

強度，これらの実現手段としての施業法の組合せによっ

てはそれぞれの目標の免諒以内とすることも可能で両立

し得る場合が多いはずである。しかしどうしても両立し

得ないのは②のiv,v,viの一部で禁伐施業を要請される．

場合である。

いずれにしろこの一般様式の(1)，(2)をみると目標とす

るそれぞれの生産財の種類とその組合せに対し，その地

の自然環境の中で，それに最適の林地林木（森林）の在

り方，すなわちその森林の構造と組織，その施業法が規

定され，これに対応する技術がまた求められる。その詳

細な検討は昭和48年2月の林野庁発表の報告書(注)に

詳しい。〔注：『森林の公益的機能に関する費用分担お

よび公益的機能の計量，評価ならびに多面的機能の高度

発揮の上から望ましい森林について（中間報告)」以下

これを簡単に『報告書』と呼ぶことにする〕

1．はじめに

森林の機能は一般に経済機能と公益機能とに大別され

ているが，これまで述べたことは前者についての林業生

産の本質についての検討であった。つぎにこの仮説を森

林の公益機能を含めた森林機能の全般にまで拡大しては

どうであろうか。以下検討を加えてみることにする。

2．森林生産の一般様式

これまで述べてきた経済磯能についての林業生産の本

質は林地・林木（森林）によって遂行される光合成プロ

セスであるといった。しからば公益磯能はいかにして遂

行されるのか。いうまでもなくそれは林地・林木の存在

とその動的側面である光合成プロセスの進行，その結果

である森林生産（成長量）の林地・林木への累積（森林

の形成）という進行過程を包摂した『森林の存在』それ

自体によって結果されるのである。すなわち『森林の存

在』と，その光合成プロセス，そして森林への累溌とい

う生産の基本形態はすでに述べた林業生産を森林生産と

いい換えるだけで表現できる。すなわち前記の林業生産

の一般様式はこれを森林生産の一般様式として拡張して

もその論理性は失われない。すなわち森林の経済職能と

公益擬能についての統一的理解のための仮説としても十

分使用しうると思われる。

そこで両機能を包括した『森林生産の一般様式』とし

てつぎのように表わすことができよう。

（1）生産のプロセス

3．森林の公益生産の本質と特性

一森林公益生産の『自然性』－

森林の公益生産は前記のように森林，光合成プロセ

ス，森林生産（連年成長量）の累積過程のトータルとし

ての『森林の存在』そのものによって結果される無形財

としての生産である。このことは経済財・としての林業生

産が毎年の成長量が累積して立木として収税伐採（販

売）されること，すなわち有形財となって価値が実現し

て経営の循潔が完結するのとはまことに対照的な差異で

ある。しかもその生産過程には『人間の労働』は生産雲

素として組み込まれておらず，補助的要因であることは

経済機能の林業生産と全然同一である。他の公共財生産

では人間の労働と労働の産物である施設（装備）を必須

とするのとは全然性絡を異にするもので，きわめて『自

然性』的である。つまりこの『自然性』なるがゆえに森

林の公益生産の問題は究極的には『人間の環境問題』に

帰着する問題である。

またこの生産の『自然性』なるがゆえに森林の公益生

産にはその生産財の有用性は『社会的認識』として定着

しているのであるが，自然からの生産財，つまり『水は

天からのもらい水』，『ただ』だという意識は必然的に生

じてくる。ここに森林の公益生産に対する評価の重要な

契機が潜在している。

①
②

一経済生産財・・
（経済機能）

一公益生産財．，
（公益機能）

F累積－－1

礫)+挙兵雷→蕊→(：

（2）生産財の分類

①経済生産財（木材生産）

樹種（針．広葉樹)，径級（小・中・大径木）

②公恭雄産財（例示すれば）

i森林レクリエーション,ii大気環境の調節，

iii水資源の調節'iv国土環境の保全,V国土

景観の保全,vi生物環境の保全

上記の①は経済猿能による生産結果でこれまでこれを

林業生産と称し，これが累較して立木が収穫伐採（販

売）されて経営の循環が完結するのに対し’②の公益機

能は森林のトータルとしての存在によって生産がなされ

る。すなわち前者は『林木の伐採』によってその機能が



以上のような森林の公益生産を『人間の環境問題』と

のかかわり方によって一応例示整理すると前記②の公益

生産財のように分類できると思う。これらの生産財は前

記のように生産の『自然性』から出てくるものであるが，

要は社会がこの公益生産の効用をどう認識するかにかか

っており，その認識はその経済社会の発展段階性と地域

性によって規定される『すぐれて社会的』なものであ

る。ただこの中でiの森林レクリエーションはその他の

生産と若干趣きを異にするものである。すなわちこの生

産には基底に前記の『社会の認識』があるとしてもそれ

には『利用者の参加』によって生産が行なわれることで

ある。つまり利用者の入林によって生産が行なわれ，出

林によって生産が完結する。これはまさしく第三次産業

における遊園地業のサービス生産と外形的にはよく似た

形態である。この点他の森林公益生産では『利用者の参

加』いかんにかかわらず生産が行なわれることで根本的

に性格を異にするところである。

しかもこの生産は都会人の『自然への参入』という環

境問題に元をおく限り公恭生産としての性格であるが，

場合によっては利用者の負担を負うたうえの自由意志に

よる参加という形態も考えられて，森林生産における経

済生産としてもある程度は成り立ち得ることを示唆する

ものと思われる。

要するにこの生産はこれまでの森林の機能は経済，公

益のいずれかの分野に裁然と分類されていた。しかしこ

の財の生産は以上のことから経済，公益の中間分野と見

るべきであると思われるがどうであろうか。

たとえば三井物産（株）は社会貢献事業の一環として

神奈川県で相模湖ピクニックランド(株)を昭和50年に

設立して『三井自然公園』として赤字覚悟の森林レク事

業を実施中である。これにはその経費の一部を入園者の

負担と入園者の整理という趣旨で使用料を徴収してい

る。このことは公益生産である森林レクリエーション生

産の一部を市場機織に乗せようとすることで，種々と示

唆することの多い大変興味ある実験と思われる。

要するに自然環境保全審議会のいう『利用者負担』と

は以上のような意味と瑳解すべきと思う。

4.．森林の公益生産の評価と責任

この評価の問題は森林公益政策（注）のための基本認

識をなすものである。〔注：筆者は森林の機能の経済機

能についての政策を林業政策，公益機能についての政策

を森林公益政策，両者を総合して森林政策としている〕
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したがってこのことは古くから林政学の重要課題とし

て論議されてきたのである。最近はわが国経済社会の構

造変化に対応する，森林の社会資本化への性格変化の認

識が強まりこれを基本としての政策転換’つまりこれま

での保安林政策から経済対象林を含めた公共政策確立へ

が模索されているのが現状である。その第一弾は前記の

林野庁の報告書である。これはまた同庁の公式見解とみ

てよいだろう。最近は熊崎実氏（後記の）が公共経済学

の手法をこの問題に導入した労作が出され新たなアプロ

ーチを提示したものと思う。

しかしいずれも森林公益生産の本質，森林公益に対す

る社会認識の現実等に対する省察が欠けているのでない

かと思われる。とはいうものの本問題に対し筆者はまこ

とに浅学でこれを論ずる資格はないのである。しかし筆

者の提示した仮説の『森林生産の一般様式』から導き出

された，森林の公益生産の『自然性』（公益生産の本質〉

からして若干のコメントをしてみることにする。

まず公益生産の評価の立場には現在'2つあるようで

ある。ひとつは熊崎氏（注）のいう『森林便益』で，他

は林野庁の報告書の『森林の社会的効用』の立場であ

る。後者に対し熊崎氏は『断じて森林便益』ではないと

いい切っている。熊崎氏の所論にはつぎの2点の疑問を

提示したい。

①前述のように森林の公益犠能の問題は究極のとこ

ろ『人間の環境問題』であるという結論に到達した。こ

の環境問題とはまた結局のところ『人の生命』に関する

問題である。したがってその評価は人それぞれの価値観

にかかわる問題である。すなわちそれは『人の生命は地

球よりも重し』とする考えから『鴻毛の軽さ』に至るまで

のまことに各人それぞれの考え方である。したがって森

林の公益生産に対する考え方も人それぞれで金銭額に評

価する客観的基準はないといってよいだろう。〔注：昨年

末日林協から出版された熊崎氏の『森林の利用と環境保

全』は森林の公益生産に対し新しい視点を提供されたも

ので高く評価するものである。この第4章森林便益の評

価の書き出しに『森林と人間とのかかわりあいは恐ろし

く多面的で，しかもそれは人類の生存にかかわるほど根

原的なものである』とあるのは大変興味ある言葉である〕

②日本人の伝統的意識は森林の副産物は狩猟法にお

ける野生鳥獣の無主物観念を始めとして，山菜等は『山

野の遣利』としてその採取は『ただ』という考え方であ

る。国有林におけるかつての委託林制度などはこの伝統

的意識に国有林の所有権観念が押し切られた典型的な例
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とみることができよう。ましてや無形財である森林の公

益財についてはその存’在と有用性を認識してはいるが，

これらの有形財以上に自然の恵みとして『水は天からの

もらい水j的に『ただ』だという考え方，これが日本人

のこれまでの抜き難い伝統的意識である。〔注：保安林

制度成立の要因には社会的経済的要因のほかにこのよう

な日本人の社会意撤要因も絡みあってのものと筆者は思

うが，筆者の現在の力ではとても及び得ない。後日の検

討課題としたい〕

この由って来る根源は森林の公益生産の『自然性』に

根ざしたもので極めて自然である。ゆえに熊崎氏（前掲

響）らの公共経済学の概念を駆使していう『森林便益と

は受益者が支払ってもよいと思う貨弊額』だというが，

森林の公益生産に対する便益は現段階の日本人意識には

実際的に成立し難いということではなかろうか。

要するに筆者はわれわれ森林サイドの森林の公益生産

についての論議に森林生産の『自然性』に対する認識お

・よびこれに対する日本人の伝統的意識についての認識の

この2つが全く欠落している。そのために論議が森林サ

イドの一人よがりの議論となって，広く社会の合意を巻

き起こすことがなく，論議の割りには実質の伴わない結

果となっていることを指摘したいのである。

さらに森林生産の『自然性』について若干立ちいって

いうと，経済機能ではその生産財の評価は市場機職によ

って定まる。そのために『人間の努力』以外の余剰，す

なわちその『自然性』分は地代となって現われ。るこれ

に対し公益機能ではもともとその生産には経済機能の遂

行過程の中の森林の存在自体によって遂行されている。

いい換えると『自然的自己運動性』によるために人間の

補助的労働すら必要としない。したがってこれまでこの

評価，流通の機織も存在しないし，そのような価値意識

が発生しようもない。これがこれまでの状況であると思

われる。すなわち公益機能の存在と有用性は古くから論

議され『社会的認識』として定着はしていたがそれはあ

くまでも『金を払うもの』だとは思っていない。これが

日本人の伝統的意識である。金銭意識の培誕は今後の課

題と思われる。

以上のように筆者は考えるが，公益生産に対する公共

経済学の有益なる研究はわれわれに新しい視点を示唆す

るものとして高く評価する。しかしながらそれには森

林．林業経営の本質と特異性，さらに社会認識の現実を

見落しては徒らに抽象的論議に終わり，現在の林業，林

学界のような実り少ないペーパー論議に止まる恐れのあ

ることも重ねて指摘したいのである。

もっともそれだから，このような学問的手法をもって

研究しPRする必要があるのだというのは効果的な方法

であり，見識というものであろう。

つぎに林野庁のいう『森林の社会的効用』の立場であ

る。前掲の報告書の17,18ページで『森林の造成，維

持にかかる徴用の一部を社会全体が負担する』，それを

『社会が分担すべき金額の決定は，森林の公益磯能の

魁会的効用を評価した額によって』行ない『それを補助
金等の方法を通じて』行なうと主張している。

しかし熊崎氏は上記の傍点を付した『社会的効用』は

断じて『森林便益』でないといい切っている。筆者も同

様に考える。

要するに林野庁のいう『社会的効用』とは『人間の環

境問題』からの評価ではなくして，単に森林の存在によ

る『自然性』生産の森林公益財の状況を他の方法で再現

するとしての手段を計算してみたに過ぎず，『社会的効

用』などというものではない。したがって12,820億円

の『社会的効用』などということはナンセンスである

し，これを以て社会全体の負担すべき額だというに至っ

ては論理の飛躍というべきである。これは確かに熊崎氏

のいうとおりである。

そこで仮りに林野庁の主張する『社会的効用』を認め

たにしてもこの『社会的効用」は筆者のいう公益生産の

『自然性』からして，一般的には費用はかかっていない

ものである。したがってこの効用をストレートにこの効

用額に見合った額を社会が負担すべきだということもま

た筋が通らない論遅の飛躍と思う。

しかしこの公益援能発揮のために通常の経済機能発揮

のための磯用のほかに費用を要したのであればその徴用

は当然社会全体が負担すべきものである。すなわち報告

書のいう『森林の造成，維持にかかる費用」とは通常の

森林経営のための費用なのか，それとも，公益機能発揮

のための追加費用を指すのかは明らかでないが後者であ

れば当然であると思う。

要するに筆者の立場は熊崎氏のいう『森林便益論』で

も，林野庁の『森林の社会的効用』論でもない。公益生

産のための『コスト主義』だということである。

つぎにこの『コスト主義』ということになると民有林

に対し公益生産のための公的制限が課せられて，補助金

等の社会的負担による助成によっても経済生産の成果を

カバーしきれない場合において，通常の経営において得

ぺかりし収益，すなわち地代部分をどう考えるべきかの



問題に突き当たる。これは次に述べる経済，公益両機能

の生産の責任の所在ということからこのような経営は当

然その経営権は公共部門に移管すべきものと思われる。

最後に両機能における生産の責任の所在の問題であ

る。これは紙数の都合もあり結論だけをいうと，当然経

済機能による生産財は市場機織の論理によるべきである

から私経済部門に，公共財生産は公共部門の責任，つま

りは最終的には国の責任である。この点について前掲報

告書は15ページに『すなわち公益的職能は,これを公共

財としてとらえ，これの供給は，国または公共団体その

他の公的機関によって行なうという基本的態度を確立す

ることが必要である』といっているのはまことに当然で

ある。しかし同時にこの対極である経済機能の生産は私

経済辮3であるとする大原則の確立がまた必要である。

5．森林政策の目標

前掲の林野庁の報告書の4ページに森林計画制度（改

正案）における公的規制をするための政策目標を『森林

の各種機能を総合的に高度発揮させる多目的森林施業の

実現を図らなければならない』として，その改正の方向

を『森林のもつ公益機能と木材生産機能の両者を合せて

機能の総合的最大化を図るため，保安林，普通林を含め

て一元的森林計画の樹立を強化する』としている。この

考え方は毎年の林業白書を始め機会あるごとに表明され

ており，森林政策目標の第一にランクされているようで

ある。一体普通林（筆者はこれを経済林と称する）でも

このような政策目標の実現が可能なのであろうか。若干

コメントしてみたい。

筆者は経済磯能実現のための私経済部門である林業経

営の最終目標は企業努力による地代収得の持続的最高に

ありと規定した。他方森林の公益生産における価値の評

価は困難である。そのための生産推進には『コスト主

義』によらざるを得ないこと。そして結局のところ，こ

のことは経済林経営における地代収得をどう考え，処置

するかにあることを指摘した。

以上のような筆者の論の筋道からいうと普通林におけ

る『両機能の総合的最大化』の実現のためのインセンテ

ィブは何に求めるのか前記の林業経営の最終目標からい

うと，この政策目標の設定は理論的にも現実的にも無意

味だということである。むしろ筆者はこのような観念論

からする公的制限の過剰介入による資源配分のゆがみ発

生を憂慮するものである。つまりこの目標は当然，公益

職能の実現を優先する公益林において国営形態として追
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求すべき第一の目標である。

Vむすび

以上昨年の8月号(425号)以来4回にわたり筆者の仮

説の骨組みだけを述べた。殺後にむすびとしてこの仮説

から演緤される大きな問題点だけを与えられた紙数の関

係もあり簡単に総括すればつぎのとおりである。

（1）林業経営学における基本認識の変換

これまでの林業経営学では一般の経営学同様利潤の持

続的最高を目標として椛築されていた。しかし筆者の仮

説は林業経営では森林施業努力による地代収得の持続的

最高を目標とすべきであるとするほか，林業経営の特異

性を包摂した経営学でなければならない。すなわち林業

経営の基本認識の変換による織築が必要である。

（2）森林政策における基本認識の変換

i今後の森林政策は経済，公益両機能生産の責任論

からして前者は経済林，後者は公益林の2大体系によっ

て営為さるべきである。

ii今後の林業政策は日本林業のマクロ機造とそれぞ

れの経営構造に対応した椛造政策の再構築が必要であ

る。

iii経営椛造政策では林業経営の特異性とくにその財

産的性格を踏まえた政策が必要である。

iv日本林業（採取過程を含めて）の危機打開，再建

には労働対策が現下最大の問題である。それには林業の

地域性と林業労働の特異性に即した対策の確立による林

業経営の革新が喫緊の課題である。

（3）国有林経営の再建整備

これまでの国有林経営は国の責任である公益生産（行

政）やその他の行政需要を無原則に混在して経営されて

きた。今後の再建整備には上記の経済，公益両職能生産

の責任の明確化の2大原則の確立という認識の転換がま

ず第一に必要である。すなわち公益生産(公益榊は国営

とし，経済生産(経済林)は私経済部門一市場の論理の上

に立った経営とするとの考え方に立って再建整備を進め

るべきである。－詳論はいずれ稿を改めたい。（完）

（こたきたけお・林業評論家）

後記

今回の『日本林業の基本認識を問う』は，ほんの骨組みであ
るが，本誌の月刊誌という性格からは長すぎた。それを敢えて
掲載させていただいた編集委員，編集室の各位に厚く感謝申し
あげる。そして会員各位の遠臘のないご叱正をお願いする次第
である。なお本4月号のこの論稿には岡崎，四手渕価氏（京都
大学名答教授）の有益な示唆をいただいた，厚く感謝の意を表
するものである。
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「杉のきた道(中公新書)」が出て間もない

ころから，いろいろな方からお手紙をいただ

いた。

いち早く嶺一三先生からおほめのお手紙を

いただいて思わず顔をほころばせた。先生か

らは40年前樺太演習林在任中に，励ましの

声をかけていただいたが，それもこれもつい

昨日のことのようである。この一冊の本の原

動力ともいうべき「稲と杉の国」の大槻正男

先生からのおたよりでは，お元気の様子がと

てもうれしかった。

お世話になったので，さしあげた方々から

のも通り一辺のお礼状とは思われないものば

かり。篠田統さんからは，戦時中に「お山の

杉の子」という童謡が流行したことや，南仏

のモンペリエ大学に威勢のよくない杉が植っ

ていたことなど思いだしましたと。中村純さ

んからは広島・山口の埋れ杉の最近のカーポ

ンデーチングの結果を教えていただいた。

普通の林業人もこんなにまで大切に考えて

はいないだろうと思うほどに，深い愛情をも

って木に傾倒し，木と日本人のくらしに近づ

いて洞察されている，秋岡芳夫さんの「しか

るべきモノ」は「学麹誌上にもう3年もつ

づいている。よっぽどたくさんの共感者があ

るらしい。本城は工業デザイナーとのことだ

が，近著の「日本の手道具」「日本人のくら

ししらき」も林業関係者でなくても，とて

もたのしい読物である。出版まもなしに秋岡

さんが「杉のきた道」をとりあげ「科学朝日

（76-5)」でていねいに,弥生時代は杉と稲と

鉄の文化などという素人くさい説をふくめ

て，紹介して下さったのにはうれしいという

以上に身にあまる光栄をぢぼえた。

あわててよんだ。よみ終わってホットして，

もう一度ゆっくりよんだ。やっと及第した

な，いや80点くらいもらえたかな，という

のが正直なところであった。この本は杉と日

本文化との結びつき，影轡など非常にユニー

クな着眼点でよく解明し，論旨はよくなつと

くできる，というあたりに自分で赤線をひい

てみた。

しかし，中尾さんはこのあとで大切な問題

を提示されている。一つは，中尾さんの関心

の深い照蕊樹林にたくさん杉がまじりこんで

いることで，一度人間にかく乱されたことの

ある照葉樹林にはたいてい杉が入りこんでい

るとみてよいのではないか。もしかすると，

同じように遺物のほとんど出ないクス，ムク

ノキなどとともに，縄文人がその伝播になに

か一役買った木ではなかろうか，という興味

深い着想である。

クスは船材など，ムクノキは強靭な棒材と

してスギとともに人間に近い樹木である。私

は遺物による専門家の研究にもとづいて登呂

の時代あたりから話をはじめたのだが，スギ

と日本人の結びつきは確かなしるしはないと

しても，もっとさかのぼるものであろう。

もう一つは，山地の杉の造林地。山道を歩

く者としては小鳥の鳴き声もすぐなく花も見

られないのはさびしい，杉の造林は公害みた

いなものだとあきらめている，日本は杉の造

林をどんどんやるのか，助けてくれといいた

い気分だ，という意見。

これは林業をやる側にとってずい分きびし

いことばである。しかもすでに多くの自然愛

好者からよく聞かされてきたことでもある。

木をこよなく愛する秋岡さんの文章にもあっ

たようだ。杉の造林は日本の経済にはもとよ

り山村民の生活にもつながることで，趣味や

ムードの立場で批判されては迷惑至極とはね

つけたいところでもある。しかし，カラマツ

のこともある。勇在の杉造林のやり方がほん

とうに山村の生活防衛に直結しているのだろ

うか。やっぱり熟考のいることと思う。

『
杉
の
き
た
道
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同じころに中尾佐助さんが「自然（76-4)」

の書評にとりあげてくれた。その前にもしそ

ういう場合には，この視野の広いナチュラリ

ストからはかなりきびしいことばをいただく

ことになりそうだという予感があった。だか

ら実際に書評がでた時には欠食児童のように
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､

51年2月上旬つまり出版直後に富田さん

という未知の方から親切なお手紙をいただい

た。古代の用材規定については延喜式を検討

されてはという示教であった。そして内匠寮

式中に，御輿腰車，牛車，屏風について，

スギ，ヒノキ，ケヤキ，イチイ（櫟）等をそ

れぞれいかに使用するかと規定しておりま
スギクレ

す。杉材（柵榔）は多く骨材に用いられるな

どといった例が記されていた。

読み難い古文を敬遠していたが，だいぶ後

になって「延喜式」を図書館から借りてみ

た。役所の道具類の規定にかなり詳しく材料

と功程の規定があるのだが，材料の樹種とし

ては前記の外にはカシぐらいしか見当たらな

かった。木工寮式のなかには木材の使い方が

多いが，樹種としては棉，槍が散見する程度

であった。柵榑，桧縛と記されている場合が

多く，歩板，賛子などには樹種指定がない。

スギのクレという規格材がかなり普及してい

たように思われる。

これも素人説の隼人と竹細工のことについ

ては，延喜式中にも隼人司以外のところに竹

がほとんど出ないことから，この時代には竹

篭すぐなく，柳筥多く使われ，平安中期ころ

から竹材が多く使われるようになったと思

う，と結んであった。なにかの理由で竹材を

編む技術がおくれたらしいことに賛成いただ

いたようだ。

大阪の国立民族博物館の展示物にヨーロッ

パのジプシーの車があった。車の下に剥皮し

たヤナギの枝の束がぶら下がり，彼らの製品

のヤナギ細工もならんでいた。技術をもった

集団がそれを大切にし，外へは出さないよう

にするという点で昔の日本のカゴ作りと似て

いると思った。

Ｉ
あ
と
さ
き
の
話

L

T

●

先輩の小瀧武夫さんは｢林経協月報(76-6)」＃

で好意ある紹介をして下さって私のスギの一＄

系統論にふれながらこの種の変種・品種一系’

統問題はこれまで形態学的研究からのみアブ’
ローチされているので，まずは決着がつかな

いと思っていると断じて，別に生殖体を材料｜

とした疫学的手法があるのではと提案されて

いる。

退官記念にスギについて書くといったの

墓駕雲:総墓蓬睾鴛：｜
せるようにするだろうと期待された。私もそ

のつもりで，ただその前に少しばかり前おき

をと書きはじめたのがダラダラと長くなって

しまった。本論のほうはその後の各府県の林

業試験場の研究者の努力で，天然スギの目ぼ

しい所在は明らかにされ，資料は整理されて」

いるので，少し努力すれば相当な成果が得ら’

れようなどと考えたのが，とんでもない空想‘

であると気がつき，スギの歴史の章の一隅で，

ひっそりとカブトをぬいでおいた。小瀧先輩I

はこのことをとりあげ，形態学的アプローチi

ではまずだめと引導を渡されたわけである。’，

しかし，形態学的手法つまりスギの葉形の

もつ意味の解明には，まだ未練がのこってい

る。公刊された天然スギの葉形資料の大切と’

思われる部分のコピーなどを手元において，

希望をもって折々に眺めているのである。

ぐ魚梁潅スギ
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残雪期，あれほど見通しのよかった山々

も，雪解けとともに,ササが,一本一本薄くな

った雪をはねのけて，バサッ，バサッと起き

上がる。調査中，しばしばこの音をヒグマと

間違えてハツとふり返ることもある。時とし

て2～3m先も見通せぬほどのブッシュを形

成するササはヒグマにとって比較的安心でき

るところである。しかし，このササも我々に

してみれば，見通しがきかないため危険な存

在となり，また著しく踏査の障害となる。

一般に，わが国における大型野生動物の研

究は欧米諸国に比べて著しく遅れているが，

その一つには諸外国には見られないこのササ

が要因になっているといえる。しかし逆に，

このササのおかげで前に述べたように，動物

たちは人間の目をさけることができ，これほ

ど開発が進んだわが国でも，詳しい数値はい

まだ不明であるが数千頭のヒグマが生息しう

る好条件になっていると思われる。

今後わが国においてもWildlifemanage-

nlentいわゆる野生生物管理保謹という問題

簾＝
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冬眠の準備をしているヒグマ。ネワラとしてササの葉を前足で集め

ながら，後ずさりして穴にもどっているところ。中央枯木下部に見え

るのが冬眠穴。この時点で，すでに穴の中にはびっしりササの葉がし

きつめてあった。（1976年12月4日天塩演習林）

グマの話2（）に
－その生態と人との関り－

を真剣に考えていく必要があるが，その場

合，このササとの関連を十分考慮していかね

ばならないであろう。

さて，ササの起き上がりにつれて，ヒグマ

はその食物の多くを占める草本類の分布が集

中する沢地，湿地へ降りてきて，おもにそこ

で菜食するようになる。

ヒグマは食肉類に分類され，その強大な犬

歯（牙）などから，おもに肉食をしているよ

うに思われるむきもあるが，実際は植物質が

食物の大部分を占めている。超上地方で採集

した73個の胃内容物と糞を分析した結果,全

食物中,植物質が72.2％の出現率を示してい

た。これからみると，ヒグマは道北地方では

ほぼ完全な雑食性であるといえ，また全道的

にみても同様なことがいえるようである。

雪解後の沢地を歩いていると，深さ5cm

から8cmくらいの掘り跡を各所で見受ける。

これはおもにザゼンソウの新芽を掘り出して

食べたもので，その他チシマアザミ，オオブ

キ等を掘り起こした跡もいくらか発見され

る。これらの新芽も，暖かくなるにつれて

急速に伸長を始め,6月の末には2mを越す

種々の草本で沢筋はうっぺいされてしまう。

したがって,この時季から,草本が枯れだす秋

までがもっとも調査が大変なときで，さらに

おびただしい吸血昆虫に悩まされるようにな

る。山野にすむ生き物たちもこの虫に悩まさ

れているのではと人知れず同情したくなる。

この6月から7月にかけてはヒグマの交尾期

でもあり，交尾跡らしいものを発見すること

がある。そこは人間がめったに入ってこない

沢の奥で,数十nl2にわたって草が踏みしだか

れ，大小の足跡がいくつも交錯し，時には付

近の樹皮にかみついてはぎとった跡なども見

られる。現場に居あわせれば，さぞすさまじ

い光景に出くわしたに違いない。もっとも，

ことの最中に知らずに現場へ足を踏みいれた

りしたら，こちらのほうがあやうくなるかも

しれないが。

一般にヒグマは猛獣としておそれられてお

り，確かにそういう面があることは否定でき

稚内稚内
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ない。しかし通常ヒグマは非常に臆病な動物

であり，人をみたらやたらに襲ってくるもの

ではない。現在調査の主力をおいている北大

の天塩演習林において，毎年春から秋までほ

ぼ切れ目なく百数十日間調査を続けている

が，めったにヒグマの姿を見ることはなく，

また事故もおきていない。かといってヒグマ

がいないわけではなく，いままでの調査によ

り，常に最低10頭の生息が確認されており，

また新しい足跡,糞,食痕などはほぼ2～3日

に1度の割合で発見される。それにもかかわ

らず，なかなか姿が見られないのは，ブッシ

ュによる見通しの悪さもあるが，ヒグマのほ

うで事前に我々の接近を察知して，逃げるか

あるいは身をひそめているものと思われ，事

実，沢地のプッシュ内にひそんで我々をやり

過し，その後逃げだした例もあった。

これらのことだけをもって，ヒグマは安全

な動物であるとはいい切れないが，少なくと

も彼らはできるだけ人間との摩擦をさけ，ひ

っそりと山の中で暮らそうとしている動物で

あるといえるであろう。それにもかかわら

ず，実際以上にヒグマはおそろしい動物だと

考えられている理由の一つに，前にもふれた

が，北海道におけるヒグマの生態というもの

が，まだほとんどつかめていないことがあげ

られる。ヒグマのように行動範囲が広く，生

息密度の低い大型動物を，限られた範囲で

細々と調べていっても，その進展は微々たる

ものである。

捕准されたヒグマの犬歯を用いて，そのク

マの年齢を1才のくるいもなく査定する技術

はすでに確立されており，この技術を年間

500頭もとられている全道のヒグマに活用で

きれば，北海道全休のヒグマの個体群の年齢

構成や，個体数の増減等もかなりはっきりつ

かめてくるであろう。

また，足跡の大きさから雄雌，年|齢を判断

する方法もある程度のめどがつきそうである

が，そのためにも多数の捕獲個体が資料とし

て泌要となる。

さらに食性についても，ある地域では数年
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青井俊樹
I

問詳細な調査を行なってきたが，全道的とな・

ると，やはり捕独個体の胃や腸を精査するの

が非常に有効な手段である。

しかし,この500頭にもおよぶ捕狸個体は，

捕狸後ただちに，精査されることなく，一部

はすてられるか，剥製等にされてしまい，貴

重な資料が，むざむざ闇に葬りさられている

のが，かなしいかな現状である。

この現状から脱し，人間とヒグマとの共存

を,ひいては野生生物が安心して生息できる，

より健全な森林環境をつくっていくために

も，行政職関を始め，林学，林業関係者，さ

らには猟友会等が連携プレイをとって，まず

捕獲個体の活用をはかっていくことが早急に

必要であるし，また私個人の大きな願いでも

ある。

北海道のように限られた面積内で年間500

頭前後もヒグマが捕准されている所は，諸外

国にもその例がなく，貴重な資料がほとんど

葬りさられていることは，まさに切歯拒腕の

思いである｡(終）

フキの食痕，背たけを越すフキ群落で，中央のすいている所が通り跡，

左の日の当たっている所が食い跡（1976年7月天塩演習林）
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星

と

れは，トチ，ボケ，クヌギ，ヤマグ

ヮ。またマダヶ，カッラダヶ，ショ

ウガ,サンショウ，ミョウガと，そん

な意味のことが書いてある。今日，

我々が食べている山菜とほぼにてい

ることがわかる。

日本で植物の蛾も古い記録は古事

記にある。応神天皇の「いざ子供，

野蒜(のびる）つみ蒜つみに．．…」

という摘み草の歌である。このほか

日本書記や風土記にのっている山菜

の類は，ユリ，フキ，セリ，ウド，

ヨメナ，ワラピ，クズなどがあり，

木の芽ではフジ，サンショウ，クワ

などがある。

つぎに，万葉難には，

‘山梨県早川町の奈良田は，奈良時

代に孝謙天皇がかくれ住んで，それ

で奈良田と名づけたと，村のいいつ

たえがある。しかしこれはうそで，

孝謙天皇はいちど退位して上皇とな
えみのおしかつ

ったが，恵美抑勝の乱(764)年で，

ふたたび皇位についた。称徳天皇と

，いって，道鏡と問題をおこした天皇

で，奈良田とは関係はない。よく

「落人の里」とか「陸の孤島」とい

われる山里には，こんないいつたえ

がある。

奈良田は，南アルプス連峰の山ふ

ところに抱かれた僻地で，いつも40

戸200人の人口で，長い歴史をすご

してきたには，それなりの悲しいこ

・とが秘められているのであろう。

ある年の5月，県の人とここにい

ったことがある。その人は，部落の

ものと顔なじみとみえて，1軒の民

･家によってお茶をよばれた。ここは

全戸深沢姓である。

すすめられるままにいただいたの

が，うぷ毛につつまれた山ウドであ

った。皮をむいて口に入れると，白

’い肉質がもろく崩れ，ほのかな香り

と甘味がいつぱいにひろがった。

主人のはなしでは，ウドは白い茎

がよろこばれるが，本当は白と緑の

さかいめあたりがうまい。また，あ

くを抜いて，ぬたがよい。フキには

山ブキ，水ブキ，沢ブキとあるが，

いちばんうまいのは山ブキだ。フキ

ノトウは熱湯でちょっと湯がいて，

水にしたしてあくを抜いて煮るとよ

い，といった。

いったい，人々はいつごろから山

菜を食べていたのだろうか。縄文時

代のなかごろまでは，日本列島は温

暖であったので，西日本の大部分，

東日本でも海岸ぞいには照葉樹林で

おおわれていた･そのころ西日本で

は，ほとんどの遺跡が海や湖のほと

りにあるので，魚や貝をとって生活

していたとみられ，東日本では丘陵

地や山のふもとに住んで，アケピ，

ガマズミ，ノブドウなどの果実や，

ヤマイモ，カタクリ，テンナンショ

ウ，フキ，セリ，キノコなど，いま

の山菜類をとってくらしていたと，

考古学者は遺跡から出土する石斧

（せきふ）などによっていってい

る。

縄文の後期から弥生にはいると，

日本のいたるところにイネつくりが

ひろまり，大陸からイネをもたらし

た人たちによって，さらに麦，豆，

瓜類，モモ，アサ，クワなどが移入

'された。しかし日本人はこれまでの

狩猟や植物をとって食う生活は変え

なかった。むしろ両方を調和してく

らしていったと思われる。

弥生後期の三世紀ごろ大陸の人

が，この時代の日本のようすをくわ
ぎしわじんでん

しく書いた「魏志和人伝」という史

料がある。その中に，日本は温暖で

あるから冬夏生菜を食っており，そ

に
は
み
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と，山菜をうたった歌はまだ幾首か

ある。

そしてこのころから日本人の食生

活は，塩，味噌，播油，ひしおの味

を中心に，豊かに，複雑になってゆ

き，時代ととも{こぜいたくになって

いった。

しかし，その味をたのしんでいた

ものは，いつの時代でも特権階級で

あって，庶民や百姓には高嶺の花で

あった。

＊おのはるお『マタギの里』『木曽の杣(そま)歌』等の著作がある。記録映画

の分野でも活踊し，『屋久島』『1億人の森』『青森のヒノ潮『日木の地すべり』等の

製作に盤わった。山とそこに生きる人々を主題にした著作活動を縦けている。

となみ

初夏の砺波平野は，その昔，一向

一摸，戦国騒乱の舞台だった歴史の

u…■~I…一一…ー'全土蛭…や…嘩自齢・奉毎･←一一毛，こ■莞--…戸弾一一二…一尋』日‐…＝~~’当．ー■グー…再EJ
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小 野春夫＊

山菜今昔
きびしさの面影はなく，北欧原産の

けんらん華麗なチューリップの花で

うずめつくされていた。ここを通っ

て五箇山から桂へいったことがあ

る。

このあたりは日本の豪雪地帯だ。

国，私鉄バスもそのときは運休す

る。おそい雪解けがはじまると，ま

だとけやらぬ雪の中から，うすみど

りのアサツキがのぞく。フキノトウ

は長い雪の下で，日の目を見ないた

め白くちぢれて味はない。アサツキ

’はなんといっても新鮮な春のいちば

．んの味だ。ぬたで食べるのも，また

大鍋にだしを入れ，まず煮ぴたし

に。根っこの皮をむき，味噌か塩を

つけてかじる。酒が出れば，こきり

こ節や麦屋節と歌はつきものだ。

かつて五箇谷では，泊り客に山菜

を出したがらなかった。ただでとれ

､るものにお金はいただけない，とい

うのであった。今は，そのほうが売

り物になってきた。桂は，いまは挙

家離村して部落はきえた。

秋田の萩形も村はなくなった。二

ツ井から林鉄に乗って，上小阿仁か

らさらに1時間ぐらいかかった。毎

年11月から半年間，林鉄は動かな

いので雪の中に孤立する。春のゼン

マイと，秋のナメコが家の経済の半

分をささえ，あとは山へ働きにいく

のであった。10年ほどまえ,ひとつ

山を越した阿仁のマタギの村であっ

た根子へかえった。しかし，ゼンマ

イ採りの権利だけは，いまも確保し

ている。

日本のチベット，安家の人から聞

いたはなしでは，ミズナのいちばん

おいしい食べ方は，イワナをくしに

刺して一日じゅう川原のたき火にあ

ぶる。そのあいだにミズナを採り，

葉をむしって根と茎をぶつ切りに

し，よく焼けたイワナとミズナを，

みそ汁にぶち込んで，舌がやけどす

るような熱い汁で食うと最高の味だ

というのであった。

も美味だ。

インスタント食品や色のついた食

べものにあきると，人々はiﾖ然その

ものだったふるさとの味を思い出す

のか，山菜とりは毎年多くなる一方

だ。また「山菜民宿」「山菜料理」

の看板が山の村にやたらとめだつよ

うになった。ところが山を歩いてい

ると，タラの木の枝が無残に折られ

たり，車道わきに捨てられたウドや

イタドリの芽をよく見ることがあ

る。山の人々は「このごろの町の人

の山菜とりは，むちゃだ」と悲し

む。山の人々にとっては山菜は，生

命をささえてきた植物であり，まさ

かの時には露命をつなぐ大甑な食糧

なのだ。同じ山菜をとるにも，おの

ずと作法と節度がある。

去年，群馬県のある僻村へいった

ら，栽培したヤマウドを売ってい

た。栽培したウドは香りがうすい。

それを何とか野生の香りを出そうと

苦労しているという。またある村で

はトゲのないタラの木，ワラビの促

成などに取り組んでいた。

花を食べるところは，いたるとこ

ろの山村にある。ツバキ，ムクゲ，

モクレン，リンゴ，コブシ．．…･山ツ

ツジの花は甘ずつばくて，サラダに

よく。イカリソウのゴマ汁。フジは

寒天よせ。クチナシは塩でもむか，

マヨネーズをつける。シュンランは

梅酢と塩でつけて，婚約のときにラ

ン茶としてつかう。またテンプラで

やがては山菜も化学肥料で育て，

ビニール・ハウスで時季にかかわり

なく，一年じゆう出荷することにな

るだろう。韓国産のゼンマイやワラ

ピまで，××県の山菜として売るこ

ととあわせて，もうおしまいの感が

深い。山菜は，山の人々にとって

は，山の空気を吸うのと同じよう

に，とおい昔からの自然の食べもの

なのだ。

（次回「木地屋の系譜｣）

ノ
ビ
ル
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北海道における天然生広葉

樹林の収量-密度図

北海道・林試菊沢喜八郎

日本林学会誌60－2

1978年2月p.56～63

人為的な測定限界に左右されない

統一的な方法で本数を把握し，さら

に，本数と林分の材職および立木の

胸高直径との間の関係を一つの図上

に表現すること（収量-密度図)を試

みたものである。

両対数グラフのたて軸に材溌を，

よこ軸に本数をとり，個体材職を径

級の大きいものから任意の限界直径

のものまで順に積算していった場合

の積算材積(Y)とその本数(N)

との関係を示すY－N曲線，諸林分

のY－N曲線間を結ぶ等平均直径線

と等限界直径線，および最多密度線

よりなる。収量-密度図を利用する

ことによって，データの統一的理

解，林分内，林分間の本数・材積・

胸高直径の量的関係の把握，間伐等

の密度管理などに利用できるとして

いる。

しいたけほだ木の育成方法

北海道立・林産試信太寿ほか

林産試験場月報No.313

1978年2月po6～洲

本道のシイタケ収識は，本州各県

に比べてかなり劣っているが，原木

の樹種形質の相違があるものの，ほ

だづくりに不利な自然琢境によるこ

とが大きいとして，一連の試験のう

ち，今回は原木水分の多少，ほだ木

の伏せ方，地面の差などの外部条件

がその後の収量などに及ぼす影響を

のこ屑菌植えと棒駒菌植えで検討し

たものである。

実験結果では，のこ屑菌植えは水

分影響をうけにくく，逆に棒駒菌植

えは水分の影響をうけやすい，など

好適環境が異なるとしている。

カモシカによる造林地の被

害について

林野庁森林保全課萱野博久

林経協月報No.197

1978年2月p.6～11

二ホンカモシカによる農林業の被

害は大きく，とくに妓阜，長野両県

下での造林地は無惨に食い荒されて

いる。以下，カモシカによる艇林被

害の概況，被害防止効果（防謹柵の

設置，忌避剤の使用，ポリネットに

よる被覆,塩による誘引),被害防止

策の今後の問題が述べられている。

結論として，林業経営とカモシカ

（特別天然記念物）の保謹が両立で

きる調和策として，カモシカの種の

維持繁殖を図る地域を指定し，指定

地域外のカモシカは特別天然記念物

としない，といったことが考えられ

るとしている。なお，基本的には，

生態や生息数などについて実態を明

らかにする必要があるとしている。

山行苗の苗木積込機の考案

熊本・日向営林署村上正美

機械化林業No.291

p、48～51

山行梱包苗木のトレーラ一投上げ

積込みは，疲労も激しく，転落等の

危険もあり，疲労の軽減，危険防止

を目的に，簡易積込機を試作使用し

て，好結果を得たとして，その報告

である。

以下，設計製作操作の概要（主な

機械,移動の方法,設置,績込作業，

積込人工数の比較)，効果，使用上

の注意が述べられている。製作費も

安価であり，専門的技術を要せず，

操作も簡単であるとしている。

有珠山噴火による被害森林

の復旧に関する調査研究

北海道立・林試

林No.312

1978年3月p.1～7

有珠山のI職火（52年8月7日）

後，ただちに森林被害調査を開始

し，調査結果はその都度発表されて

きたが，この間，被害形態と被害度

による地帯区分調査も行なわれ，被

害地帯区分図もできた。将来の火山

噴火被害と復旧にそなえるたぬの貴

重な実例として，当面の緊急対策に

引続き，固定試験地を設けて，継続

的な試験調査を進めることとしてい

る。

以下，その概要として，森林被害

の形態と復旧方法(森林被害の形態，

地表堆稜物の状態と性質，被害森林

の更新・保育方法)，降灰の移動防

止と林地の復旧（降灰の移動調査，

樹木の回復調査，林床の回復調査，

植生導入試験）が述べられている。



ミノムシの生態をさぐる

林試・九州支場竹谷昭彦

暖帯林No.377

1978年2月p.34～37

最近，都市化の影響もあってか，

ミノムシの数が非常にふえ，街路

樹・公園樹・庭園樹，あるいは一部

の造林樹を食害し，まる坊主にする

など被害は大きいとして，適切な防

除法を考えるまえに，まずその生活

と習性について解説している。

以下，ミノムシの種類と生態，風

にのって運ばれる幼虫，薬剤防除に

分けて述べている。甚大な被害を与

えているのは，オオミノガとチャミ

ノガの二種であり，両種とも成虫が

夏に出現し，それ以降の若齢幼虫の

出現する時点で，薬剤散布は有効で

あるが，幼虫が大きくなったとき

は，どのような薬剤もあまり効果は

ないとしている。

吹付緑化工とその問題点に

ついて

本州緑化K.K.板垣英行

グリーン．エイジNo.50

1978年2月p.49～51

吹付緑化工は，約20年以上の経

験を経て欧米に劣らない進歩をして

いるが，実際面の施工に当たっては

問題点があるとして，発注の仕方，

受注者の姿勢，施工基盤の整備，適

期適種の播種，土地に適合した工法

などの5点を上げている。

以下，吹付緑化工の特徴と問題

点，吹付緑化工と治山工事，治山緑

化に分けて述べている。基本的に

は，植物に対する理解が必要であ

り，良い成育基盤が作られ，適期に

適工法をもって施工すれば相当困難

と思われるところの緑化も必ず成功

するとしている。

林業経営管理についての一

考察

大内晃

林業経済No.351

1978年1月p.1～9

収盤や育林のための技術を経営改

善に生かすには，どんなことを考え

たらよいかを経営の立場から解明し

ようと試みた論文である。

そのためには，林業経営の構造を

理解し，その活動の原理をたしかめ

ることが必要であり，したがって，

構造的理解のうえに立って，経営活

動の実践原理を追求することを課題

とする林業経営学の確立が待たれる

として，それへの試論を述べてい

る。以下，経営の構造，経営技術的

構造の改善，軽営社会的構造の改

善，二つの原理の総合，について論

じている。

冠雪害に備える育林施業一

寡雪地帯

林業の新知識編集部

林業の新知識No.292

1978年3月p.10～13

比較的暖く雪の少ない地帯で，一

度冠雪害がおきれば非常に大きな被

害が生ずる。

ここには，兵庫県朝来町にある日

本土地山林（株）林材生産事業部の

宮田和男氏の同山林における冠雪害

の苦い体験から，これに倣える育林

施業を取材しての紹介である。その

要点は，撫育間伐の励行，植栽本数

の減少，スギ・ヒノキ混植地の拡

大，耐雪性品種の検討にあるとし

て，実施方法を解説している。

安全帽の問題点

33

谷沢製作所谷沢悦

林材安全No.349

1978年3月p.6～8

安全帽については，使用する側か

らは'li'圓体の強さが要求されるが，安

全帽のいちばん大切な性能は帽子全

体の衝撃吸収性にある。したがっ

て，衝撃により傷が入っても性能的

には別に異常はなく，その強さは今

の程度でよいのではないかとしてい

る。

外部からのエネルギーを帽子が吸

収して，人頭にできるだけ伝達しな

いことであり，その意味では，安全

'l眉は帽休ばかりでなく，着装体，と

くにハンモックや取付けひも，リベ

ットなど大切な役目を果たしている

として，以下，安全帽の限界や問題

点を述べている。

雪輪カンジキの改良につい

て

北見・斜里営林署ほか

スリーエムマガジンNo.204

1978年3月p.15～17

当署のような雪深いところでは，

雪輪カンジキは古くから欠くことの

できない作業用具の一つである。し

かし，従来のものは着装，歩行に特

殊な技術を要し，破損しやすく，と

くに近時機械化された林内作業で

は，雪輪の脱着が頻繁に起こるなど

その取扱いが不便視されていた。

そこで，気軽に使用できるよう改

良考案したもので，図を入れて改良

の経過，使用の結果が述べられてい

る。

○野村舅：木材需給およ

び市況の歩みと展望

山林No.1125

1978年2月p.52～57
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＜森林組合法案の骨子＞

1．共済事業の明文化

森林組合系統組織が昭和31年か

ら「福利厚生に関する施設」の一環

として実施してきた森林災害共済事

業は，近年の事業規模の拡大等から

その健全な発展を図るとともに，共

済契約者である組合員の利益を保渡

する必要が生じてきている。

このため，森林組合および同連合

会が行なうことができる林業に関す

る共済事業について，その根拠規定

を明文化するとともに他の協同組合

に準じた監督規定の整備を行なうこ

ととする。

2．森林の受託施薬・受託経営等

の事業の推進

近年における林業経営活動は停滞

状況にあり，森林組合による計画的

集団的な森林の受託施業・受託経営

等の事業をいっそう推進するため，

当該事業につき員外利用制限を緩和

森林組合法案農林鶏
の概要

性格を有しており，その役割が広範

にわたってきている現状にある。こ

のため今後その広範な役割への制度

的対応を図るため，森林組合制度を

現行の熱*法から分離独立させ，

「森林組合法」をその根拠法とする

こととしています。

最近の森林・林業をとりまく環境

条件は一段と厳しさを増しており，

林業活動および関連産業の経営活動

は停滞の度を深めています。

このような中にあって，森林所有

者の経済的・社会的地位の向上およ

び森林・林業の発展を図るうえから

も森林組合の果たす役割はきわめて

大きいものがあり，同法案の早期成

立が期待されています。

森林組合系統の長年の懸案であっ

た｢森林組合法案｣が2月28日の閣

議で決定され，国会へ提出されまし

た。

同法案は，これまで森林法の中に

規定されていた森林組合制度を単独

法化するものですが,その骨子は①

共済事業の明文化,②森林の受託施

業・受託経営等の事業の推進,③森

林組合連合会による監査業務等の新

設，④生産森林組合制度の改善な

どとなっています。

また，今回の単独法化の理由とし

て,森林組合は，隣林の保続培養と

森林生産力の増進」といういわば公

益的性格と「森林所有者の経済的社

会的地位の向上」という協同組合的

#艤諦癖識耳…業’

林地価格と立木価格山林素地価格および山元立木価格の推移（全国平均）
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林地価格と立木価格の動きを35

年を100とした指数でみると,45年

には用材林地が204,薪炭林地が187

と林地価格は35年から45年に至る

10年間にほぼ2倍になった。

一方同期間における立木価格

は，スギが184,ヒノキが267，マツ

が167となっており，これらの平均

では207とほぼ2倍になっている。

このように35年から45年までに

おいては，林地価格と立木価格はほ

ぼ同じような上昇率で推移してい

た。

しかし,その後50年には,用材林

地が406,薪炭林地が359と林地価
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することとする。

3．森林組合連合会による監査業

務等の新設

森林組合の健全な事業運営を図る

ため，森林組合の経営管理等につい

て適切な指導・教育を行なうことを

主な目的として，森林組合連合会に

よる監査業務およびこれに伴う森林

組合監査士制度を新設することとす

る。

4．生産森林組合制度の改善

生産森林組合による森林の共同経

営を発展させ，事業活動の活発化を

図るとともに，管理運営の円滑化の

ため，事業規模の拡大，総代会制の

創設，行政監督の簡素化等の措置を

講ずることとする。

5．その他

以上のほか，森林組合，同連合会

および生産森林組合の事業,組織,管

理等について現行森林組合制度とお

おむね同じ規定を置くこととする。

格は47年の過剰流動性等による土

地取引の活発化等に伴って急激な上

昇を示したが，立木価格はヒノキの

449を除くと，スギが276，マツが

237となっており，その上昇率は概

して林地価格のそれを下回った動き

を示している。

また，51年から52年にかけてみ

ると，林地価格の上昇は鎮静化した

ものの，なお，年率5影程度の上昇

を示しているのに対し，立木価絡は

スギ，ヒノキ，マツともほぼ横ばい

に推移している。

以上のように,45年までは林地価

格と立木価格はほぼ同じような上昇

を示してきたが，その後47年ころ

から林地価格の上昇が立木価格のそ

れを上回る動きを示している。
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三

薑五つ子の無事な生育ぶりや，排卵誘発剤を使って妊娠するヨ
ー目 二

言今年になって阪大病院で生まれ割合は,治療をうける人の2，ヨ
ー目

三

三だ四つ子のニュースは，さまざ3割はあるのですから，子宝に三
三 ＝

言まのマスコミによってにぎやかめぐまれない女性にとっては大言ニ
ー 三

言に報道されました｡それらは不きな福音には違いありません。三：
＝ 三

冒況の世に咲いたおめでたいニュしかし,薬にはすべて副作用が三
＝ ＝

ニースとしてあつかわれたのですあります。排卵誘発剤の場合，三
三

三

三が,婦人科医学関係者の反応はちょっと量をまちがえると母体薑
＝

冒そんな浮わついたものではありをいためるおそれがあるし,う冒

量ません･･多産のｹーｽは,排卵排蓋い具合に一個だけ銅,させる譽
三誘発剤という薬の副作用の結果ことができずに複数の卵が出て三

言として生じたものであって,鼠卵し震うことがあるのです｡これ言
三方によっては医学における失敗が多胎妊娠です。統計によると号
三 I三

罪麓鰯懸驚誘撫鑿:鰯熟言
三に生じています。極端な場合にを用いるとこれが約20影には三

三は十五つ子などという例があり発ね上がるそうです。ゞ ‘
三 雪

三 三

三ますが，ほとんどがこの薬のせ多胎妊娠は，母体の負担が重三
三 ＝

剤くなるだけでなく,生まれる子三三いです。
三 三

'＝一般に四つ子以上の場合,｢母供も未熟な状態になるケースが三|言

|冒子全員無事」ということはごく多いので，これは決して手放し言
三 三

皇少なく，危険な出産なのです。でおめでたがってばかりはいら壹
言女性の不妊症には,卵巣そのれません｡きびしくいえばまだ言
＝目 三.

三ものの機能が悪い場合と，卵巣技術的には不完全な段階で実用臺
三 ＝

言を刺激して排卵をおこさせる脳に供されているのだということ言
＝ 『三

三下垂体ホルモン（ゴナドトロピもできそうです。この薬は50三
＝

二＝

菫灘鱸鑪誌蝋蕊欝驚震鶏潅
目 ＝

三に使われる薬剤で,｢ゴナドトロ 供給が追いつかないほどだとい三
＝

ニピンを出せ」という命令を出すわれ，全国でどういう使われか三
三 ＝
三間脳を刺激する薬（クロミフェたをしているのか正確には把握三
三 三
三ンなど）と，ゴナドトロピンそされていないようです。排卵誘三
＝

三のものを抽出合成してそれを注発剤の目的は，あくまでも，赤三

＝：

三 いたのです。というべきでしょう。＝
＝

＝

＝

昌 三

現代用語ノートミ
＝’

三
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ホワイトラワン材中のシュウ酸カルシウムの結晶（×1200）

この2枚の写真はステレオ・ぺ 飛び出している様子がよくわか

7(Stereopair)となっている｡スる。このステレオ写真は走査電子

テレオスコープを用いるか,2枚顕微鏡の試料台の傾斜を少し変え

の写真の間に適当な遮蔽物（紙，て撒影したもので，写真の立体解

下敬きなど）を立てて立体視する折も可能である。

と，向かって左の結晶が細胞から写真はホワイトラワン材中のシ

ユウ酸カルシウムの結晶である。

木材中に含まれているシュウ酸カ

ルシウムの結晶にはいろいろの形

のものがあるが，鐙も普通にみら

れるのが，この写真のような菱而

体状のものである。材中に結晶を

的に流れていると指摘している。続

いて「緑の効用」「都市林」「都市

近郊林」となる，このあたりは著者

の学殖のあるところである。終わり

に「林業経営と自然保謹」「緑とく

らし」でしめくくっている。日本人

の情感的，都市民エゴ的自然保護論

に疑問を表している。

たとえば，南アルプスのスーパー

林道反対のごときは，都市民が欠乏

を感じてきた緑の欲望の論理を自然

保謹の名で山村民に押しつけるエゴ

ではないか，といっているなど大い

に共感するところである。

第二部，「名園にしひがし」は，鬮

内の北は平泉から南は沖縄県に至る

名園をひがしとして，にしは西欧，

印度の名園の歴史と技術，見所のあ

る解説である。この章の終わりの

『滅び去ったものの足跡の美しさが，

痛いほど私の胸にせまった』は著者

のロマンチシズムの現われである。

北海道林業改良普及協会発行

誼Z踊勃N札幌市中央区北2条噸"丁目
道森連ピル

A5判287ページ定価1,500円

岡崎文彬著

緑の周辺一みどり,にわ,いせき－
内容は三部から成っており，それ

ぞれ独立させてもおかしくないもの

である。とはいっても全編に著者の

一貫した哲学力曳読みとれ，よくまと

まったものである。

第一部，「緑とくらし」は，我々

林業関係者としてはもっとも注目す

るところである。ここでは「緑と自

然と景観」から始まって緑とは何

か，緑と自然，自然の美，歴史につ

いて著者の基本認諭が語られてい

る。さらに人と自然保護とのかかわ

りあいを考察して，自然保護はだれ

にでも，どこでも通用する普遍的原

理ではない。日本人の考え方は情感

この本は北海道林業改良普及協会

の環境緑化普及書とあるから，緑化

の入門嘗か技術解説書かと思われ

る。ところがこれは著者のこの道

50年に蓄職された造園,森林･林業，

社会，歴史にわたる広範な学殖と，

さらに世界遊歴の旅によって確かめ

られた体験の集積である。それをさ

らに著者搬影の美しい写真で飾った

エッセイ災である。

著者は読者も知る造園学，森林経

理学の泰斗であり，外国語は6,7カ

国語を読み，書き，話す，驚くべき

才能の持ち主である。さらには文学

的才能もまた抜群である。



含む樹種はわりに多く，カシの

類，ケヤキ，シイノキ，ヤマザク

ラなどでも類似の形の結晶がみら

れる。光学顕微鏡下では菱形のガ

ラスのかけらのようで，光を屈折

して輝いてみえる。走査電子顕微

鏡の写真では，色や輝きを示すこ

とができなくて残念である。

写真の二つの結晶の間に薄い仕

切りがみえる。これは細胞のほぼ

中央にできた隔壁で，結晶はその

両側に一つずつ，しかも隔壁にく

っついて納まっていたのである

が，試料表面を切ったときに左方

の結晶が飛び出したのであろう。

このように細胞内を隔壁で区切っ

てそれぞれに結晶を含んでいるも

のを多室結晶細胞という。

（京大農佐伯浩氏提供）

第三部，「遺跡の鰯｣。この章は著

者の足跡が東南アジア，西欧，中

東，シルクロード，インカの遺跡と

世界中に及んで，著者の得意とする

語学の武器が余すところなく発揮さ

れた章である。

以上三部を通して，筆者は著者の

緑の哲学をつぎのように考える。

「私庭園，名・公園，都市林，都市

近郊林，林業経営林」と一連の緑の

中には‘《美”がなければならないこ

と，緑を包摂した景観の美は歴史と

いう人類の営みが加わってこそ，さ

らに@美'1であるというこの2点で

ある。

「林業経営と景観の美」について

の新しい視点を示唆する格好の本と

して，ぜひ一読をお繭めするゆえん

である。なお，この本は校正ミスが

非常に多い。惜しまれる点である。

読者は諒として読んでいただきた

い。（小滝武夫）
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国際協力と林業技術
1976年6月に，国際協力事業団

とフィリッピン政府関係機関と

の，森林造成技術協力に関する討

議議事録が締結され，フィリッピ

ン，パンタバンガンにおけるわが

国初の林業面での海外技術協力事

業がはじまって，まもなく2年に

なろうとしている。この間，当プ

ロジェクトの推進のため派遣され

た林業関係の技術者は，調査団を

含めれば相当な人数となってい

る。

また，1976年11月から現地に

入り込んで，技術協力の実際の仕

事にたずさわっている長期派遣の

専門家の方々も，まもなく帰国さ

れ林業技術のトランスファーのた

めの技術協力について詳しく伝え

て下さることと思う。さらに，こ

れから，技術協力のため，発展途

上国へでかけようと考えている林

業技術者も漸次増加しており，

我々林業技術者にとっても，海外

の林業が身近な問題となってきつ

つあることが最近の林業界の特色

の一つといえるであろう。

この間，国際協力事業団を通じ

た林業面での技術協力は,ビルマ，

インドネシアでの伐木集材技術研

修についての技術協力およびブラ

ジル,サンパウロ,マレーシアにお

ける林業試験に関する技術協力，

あるいは，パラグアイ，インドネ

シア南スマトラでの造林に関する

技術協力，フィージーでのココナ

ツ材の調査等々，その対象国，規

模分野ともに漸次増加する傾向に

ある。

そこで，林業技術者として，世

界の林業の発展に貢献しうる林業

技術とは何か，また林業技術者の

あるべき姿はどうか，など考えさ

せられる昨今である。世の林業技

術者の方々 も,日本林業界として，

この様な技術を，世界の発展途上

国のために役立ててはどうかと

か’このような技術の移転を図る

べきだとか，色々教えていただき

たいものだと思っている。

日本の林業技術は世界の先進国

に比較して劣っているとは思えな

いが，残念ながら，林業での技術

協力の仕事は始まったばかりであ

り，日本で発展した林業技術の存

在は，東南アジアの限られた数カ

国以外ではあまり知られていない

のではないかと思われて仕方がな

い。日本が，発展途上諸国の林業

の開発になんらかの協力を行な

い，世界の林業人の連帯のかなめ

となるためには，まず日本の林業

技術を発展途上国の人々に知って

もらうことが大切であろう。

今後国際協力事業団を通じ，世

界各国から，林業関係の政府職

員，研究者，技術者が研修のため

日本へやってくるので，わが国の

すぐれた林業技術を紹介し，日本

のできる技術協力の内容について

大いにPRもし，発展途上国のニ

ーズにこたえる技術協力を進めた

いと願っている。(N･M)

この欄は錫巣委員が担当しています
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4抵抗性育種に関する試験

三嶋久志・佐藤享・遠藤正勝

5環境緑化樹の増殖技術開発試験

6緑化樹の除草剤施用試験

尾花健喜智・三嶋久志

7苗畑作業の合理化に関する試験

尾花健喜智・遠藤正勝

8スギさし木苗養成に関する試験

三嶋久志・尾花健喜智・佐藤

享・遠藤正勝・瀬戸一男

9アカマツの保育に関する試験

10スギの枝打ちに関する試験

11下刈作業の省力化に関する試験

12マツクイムシ等によるマツ類の

枯損原因の調査研究

13薬剤による緑化樹木病害虫の防

除効果試験

14野ウサギの被害防除に関する試

験

15主要害虫等の発生予察に関する

試験早坂義雄・小原恋由

16良質材の生産技術と流通に関す

る調査研究内海運夫・村田経顕

17短期育成林の施業試験

18近年における造林の動向とその

要因に関する調査研究

19共有林経営史の調査研究

村田経顕・内海運夫

20クリ幼齢樹の枯損防止に関する

試験

21シイタケの滑化促進試験

22クリ系統適応性試験

23山菜栽培に関する試験

佐藤末吉

閥嗣眉關
燕二二に紹介する資料は市販されない

ものです。発行所へ頒布方を依頼する

か，頒布先でご覧下さるようお願いい

たします。
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試験研究報告第20号

鳥取県林業試験場

昭和52年10月

1パーオキジダーゼ同位酵素から

みた沖ノ山天然ヒノキの変異性

福田英比古

2緑化木増殖試験鳥飼俊治

3根曲り防止に関する研究（Ⅳ）

スギ幼齢木の雪積による埋雪およ

び倒伏と融雪後の起き上がりの関

係白間純雄

4天然林内における明るさおよび

スギの生長池本隆

5鳥取県下の国道9号沿線クロマ

ッの枯衰原因について竹下努

6鳥取県内の各種林における繁殖

期の鳥類生息状況について（Ⅲ）

井上牧雄

7智頭地方栽培オウレンの果実に

ついて土井国光

8智頭地方栽培オウレンの特性に

ついて土弗国光

9単線循環式軽架線器具改良に関

する研究(1)桑原暁

研究報告第12号

広島県立林業試験場

昭和52年12月

1優良材生産用スギさし木品種選

定に関する調査

佐々木正臣・田辺紘毅

236年生ヒノキ林に対する航空

施肥試験桑原武男・塘隆男

3クリイガアブラムシによるクリ

毬果の被害実態とPAP粉剤によ

る防除試験山本忠義

4ポット育苗における施肥試験

福田宣明・水野邦彦

510年生スギ林に対する追肥試

験桑原武男

6松くい虫被害丸太の防除薬剤効

果試験中根勲

研究報告第21号

新潟県林業試験場1978

口成木施肥試験(V)

スギ施肥林における土壌中の無機

態窒素の季節変化中沢迪夫

口苗木の生長にあたえる堆肥の施用

量とその持続効果伊藤信治

口豪多雪地帯の造林技術(V)

スギ幼齢木の倒伏回復と根元曲り

の関係野表昌夫

ロマツバノタマバエに対する薬剤防

除試験山崎秀一

ロコンバイン改造車の林業作業への

適応性について阿部秀雄・

八藤後輝雄・吉川則夫

口海岸防災保安林の研究（Ⅲ）

ニセアカシア林帯の風速減少効果

清水周治・篠田茂

ロ客土による苗畑土壌の改良効果

伊藤信治

ロ昭和51～52年冬期の豪雪による

林木の被害状況野表昌夫

昭和51年度林業試験場業務

報告第10号

宮城県林業試験場

1精英樹系統苗木の特性に関する

試験三嶋久志・佐藤享

遠藤正勝

2ヒノキ糖英樹間の人工交雑試験

"3ヒノキ人工林の実態調査

東京農業大学農学集報

昭和52年9月

ロジグザグエンドレス作業技術改善

のための研究

（第1報）繊維ロープ荷吊り索に

関する諸問題の解明小野緋平

口スギのタネの品質に及ぼす遮光の

影響右田一雄・中田銀佐久
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の水不足に悩まされることが水需給

の検討で明らかとなっているので，

今にして水資源対策を確立しなけれ

ば悔を将来に残す重大な時季であ

る。大体全国各県の水需給の問題は

宮城県の事例と大同小異であると考

えられる。

水資源対策には多目的ダムの建設

による緊急対策と水資源林の造成に

よる恒久対策とがある。多目的ダム

の建設については地勢，地質構造か

らして建設基数に自ら限度がある。

現在までの調査によれば宮城県内

11カ所で総有効貯水容趣は3億万

トンとなっている。したがって現在

いちばん早く手を付けなければなら

ないことは水資源を確保するために

有効かつ強力葱手段を講じておくこ

とが強く要請されているのである。

森林の泳がめ」作り

改良された森林は一般に降水が地

中にもぐって水量を維持する効果が

あるので天から降った雨は樹の幹を

伝わって地表に達し，落葉や樹根，

枝条の堆溌物に浸透して地下水とな

り小沢に流出しさらに渓流を流れて

河川となり多目的ダムに流入するの

である。山に立派な森林があれば雨

が降っても出水がおそくなり，反面

渇水（水がかれること）にならない

機能がある。したがって森林を造成

すればそれだけ流出失水を減じ渇水

を緩和することができるのである。

ゆえに多目的ダム建設箇所の上流地

域を「水資源林造成地帯」に指定し

て，この地域に土木的工法を加味し

た水資源林を造成するとともに既設

の造林地を改善，改良して水資源の

確保を図ることが現下の急務である

と考える。新しい水資源林（森林の

水がめ作り）の造り方は従来のよう

に単に山林原野に適地，適木主義で
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会 員の広場

｢三全総｣と森林の役割

和泉健

はじめに

政府は昨秋発表した第3次全国総

合開発計画（三全総）がいよいよ昭

和53年度からスタートできるよう

全国の都道府県に対してそれぞれの

立場から三全総に対応した，県の長

期総合開発計画の樹立を要請してい

るようだ。

「三全総」の基本は人口を地方都

市に分散し全国に200から300の定

住圏を設定してその圏内の市町村が

主体性を持って，それぞれの特性を

生かしながら，雇用の場と生活の場

を整備しようというものである。そ

して特に教育，文化，医療などの機

能を整備充実して住みよい社会作り

を重視しているのである。

しかしこの定住圏織想実現のため

の問題点としては(1)産業構造の高度

化，(2)教育，医療施設，下水道など

の社会資本の充実，(3)情報絡差の是

正，(4)若年労働力，出稼ぎ問題の解

消，などが指摘されており，これら

の中でも中心課題となるのは社会資

本の充実と工業化による職場の確保

であるとされている。若年労働力を

定着させるといっても魅力ある生活

環境がなければ定着は難しいことだ

ろうし，まして職場のないところに

住めるわけはないのである。

水資源対策の要請

幸い全国各県にはいまだ破壊され

ていない大自然と広大な林野とがあ

るが林業面で「三全総」に対処せね

ばならない重要な課題はなんである

かを考えるときいちばん大切なこと

は改良された森林資源の保続による

水の供給であると思う。しかし人間

生活に一日も欠くことのできない水

の問題について関心を持っている

人々が意外に少ないのに驚くのであ

る。最近各都府県で8月1日を「水

の日」と定め，水を大切にすること

を県民運動として取り上げるように

なったことは誠に喜ばしいことであ

る。「三全総」でいう定住圏をより

「住みよいふる里」にするために

は，林野の森林資源を積極的に整備

拡充して水資源の保続をより強固な

ものにすることによって，水の問題

については住民になんらの不安を与

えない方策の樹立でなければならな

いと思う。今例を宮城県にとって水

の問題を少し検討してみると次のよ

うな現状である。宮城県の水需要の

見通しは昭和60年ごろには年間42

億3千万トンを必要とするので，宮

城県内では各水系とも今後予想以上
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優良（有利）な樹木を植林するだけ

では不十分である。まず「水資源林

造成地帯」の現況分析をするため地

勢，地質の調査，気温，降水量等の

気象調査，山林，原野牧野，耕地

等の土地利用調査，さらに作業道，

林道，牧野道,市町村道,県道等の道

路綱調査および治山ダム，河川ダム

等の土木施設調査を行なって，その

実態を明らかにした基本図を作製す

るのである。これを基にして，この

地帯における土地利用区分のみなお

しを行なうほか小渓流ごとに多数の

「水がめ群（森林を主体とした保水

土木工事）を作る」との多数な水が

め群の山腹，山麓には針葉樹と広葉

樹（水源かん蕊機能の高い樹木）を

混ぜた森林を造成する。渓流には土

砂の流出を防止し降水の一時流下を

防止する目的で上流部に治山ダム

（小型のもの）群を，下流部には河

川ダム（小規模なもの）群を作るほ

か渓流や河川の諸々にスクリーン堰

堤（水を流し流木や転石の流出を防

止する堰）を作って下流の多目的ダ

ムの埋没を防止する。また渓流沿い

の山腹面や崩壊地にはケヤキ,クリ，

クヌギ等の深根性で保水機能の高い

樹木を植林するばかりでなく保水施

設としての山腹工事を積極的に導入

して水を保留させる拡水工事を実施

する。

山から水を歩かせる

これまでの造林政策は経済的な森

林経営の考え方に基づいて実施され

てきたたあ一般に広葉樹を有利な針

葉樹に切り換える方法で林種娠換造

林(樹種をかえる植林)に力を入れす

ぎたきらいがある。少なくとも多目

的ダムの上流地域（水資源林造成地

帯）は水源かん養に主点をおいて前

述したような新しい造林方式に改

め，あわせて水を菰極的に保水する

ための土木的工法も併行して実施す

ることによって初めて山から水を走

らせることなく歩かせて，降水（降

雨，降雪）のむだな流出を防止する

ことができるのである。この事業を

実施することによって全国民に豊か

で清らかな水を供給することができ

るばかりでなく，不足する木材資源

の保続にも役立つ一石二鳥の良策で

あると信じて止まない。

（“統計慧譲照議長）

1〃号からの『林業技術』

雑誌であれ会誌であれ，同じ月刊

誌を25年以上通読しているのは"長

期読者"に属するほうであろう。私

の｢林業技術」フフ･イルも今年で27

冊目を数える。

20年余り木材商社に勤め,戦争で

蛾を離れ，知人の持山の経営を任さ

れた時,私は45歳を過ぎていた。そ

の山というのは京都府境に近い福井

県下にあり，私の前には700町歩の

山と常勤現場員2名と，急逝した前

任者が造した林業図書2冊が置かれ

ていた。それは昭和26年4月のこ

とであった。その方面の知識も経験

もない私は，その年は現場員の後に

くっついてただその仕事振りを見る

だけであった。

私に与えられた住居は小浜湾を望

む海辺にあり，朝に磯の香の漂う家

を出て，昼は山の大気を吸い，夜は

山のランプ小屋で何泊かして家にも

どる。勤務時間が決められているで

もなく，気の向く時出かければよ

い。入用な資金はこちらの要求どお

り山主が送ってくれる。山のために

なりそうなことであれば，これはど

のようなものに使っても差し支えな

しという誠に結構すぎる身の上であ

った。

山に来て2年目，昭和27年4月

「林業技術」122号からの会員とな

った。以来,誌は月刊300回を重ね，

林 雄吾
昭和52年4月には421号となった

のであるが，これは誠に順調な会誌

発行ぶりといえる。昭和36年11月号

が刷り上がりのまま印刷所の火災で

焼失，237号は11,12月合併号とな

った。これが唯一の異変であろう。

「林業技術」を読みはじめて10年

ぐらいたったころであろうか，覚え

の悪い私には，自分の見たい記事が

何号に出ているか見当をつけるのに

時間がかかるようになってきた。そ

こで，毎年の総目次を本誌から外

し，総目次ばかりの別冊とし，今後

必要となりそうな題名に目印をつけ

ることとした。もっとも総目次は昭

和29年までなかったので，その分

はこちらでこしらえた。

それから2，3年後，いっそのこ

と，自分にとっての要，不要は問わ

ず，会誌の全内容についての索引的

なものをこしらえたら至極便利であ

ろうと思えてきた。

それで少しやっかいなことではあ

ったが，毎号の目次により各執筆者

ごとに，題名,記載の号数,ページ数

など記入したカードを作り，事項別

に分類して見出しをつけカード箱に

収めた。またこれとともに執筆者の

人名別索引を作り，誰が何号のペー

ジに寄稿したかを書入れていった。

これらのことは「林業技術」だけで

なく昭和28年824号からの「山林」
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田植の道具

今では田植歌も美しい早乙女の

姿も，どんな山の村にいっても聞

くことも見ることもできなくなっ

て，田植機のエンジンの音に変わ

った。なんとも不粋なことであ

る。さてこの写真は，月山のふも

との農家の軒下につるしてある古

い田植の道具である。庄内（山形

県）から秋田を中心に東北地方で

つかわれた型植の田植道具で，な

つかしい農器具である。

田植は農家にとっては大切な作

業で，田植の初日には苗三束を台

所か上がり口にそなえて，赤飯を

あげ田の神に豊作を祈るところも

あった。ずっと昔の田植には，田

の中に勝手に植える乱雑植や，畔

のほとりから植え進んで真ん中で

終わる車植という方法があった

が，田の草取り機ができてから直

線でなければ不便なため，田植の

方法が変わった。大正のはじめこ

ろかららしい。

横縄植や縦縄植，高知式植など

地方でいろいろな方法が行なわれ

た。型植もそのひとつで，水田の

田打ち，畔ぬり，田返しのあと水

を引き代かきをして，この型植機

…－~一望～…一山の

誌を加えた。

さてこれらの手間ひまをかけ，ど

れだけの利便が得られたであろう

か。

まず予期に反し，このカードを検

出する度数が非常に少ないことであ

った。ほぼ育林関係に限られている

とはいえ，これはまさに私の不勉強

を示すものでもあった。そしてこれ

らから得られたものを自分のものと

し，さらにこれを実際に現場で活用

4,ていくにはむずかしいことがおお

をまわして型をつけていく。早乙

女はその型のところに苗を植え

た。苗の間隔は33cmであった。

田植の最後の日には，ところによ

っては，一株の苗を田の真ん中に

植え，それを中心に束ねたままの

苗を四方に伏せて植える。これを

“田の神さまを休ませる”といっ

た。そしてユイ（共同作業）の人

々が集まって，赤飯やうどんでお

祝をするならわしがあったが，自

動田植機の出現で，田植の習俗は

ほとんど失われてしまった。型植

の田植道具はすてられるか，農家

のすみで雨ざらしにされることと

なった。（新庄塚ll1準平）

生〉

すぎた。

こんなこともあって，私のカード

作りは昭和47年中でひとまず中止

したが，昭和45年と47年に戸、良

吉氏編著の労作，「林木育種関連日

本文献抄｣2冊の発行あり，昭租48

年からは毎年日林協から「ODCに

よる林業・林産関係国内文献分類目

録」が続刊され，必要文献の複写サ

ービスもあるので，誰の前にでも利

用範囲はずっと拡大されている。

私の机のそば，27冊の「林業技
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術」のファイルは手の届く場所にあ

る。今それをながめながら考える。

熟読含味したものの少ないのを恥じ

なければならないが，私の蒙をひら

いてくれた文献のいくつか，今も心

に残る随筆，随想など，執筆者の名

を通して私に伝わってくる。

私もあと何十年もの読者であるこ

とはできないだろう。ここらで日林

協と会誌編集委員と，ことに執筆者

諸氏に敬意と感謝を表して置きたい

と思う。その意味で若干の数字をあ

げてみたい。

以下は｢林業技術｣122号から421

号まで300冊にわたる執筆者数と投

稿回数である。団体，匿名等は除

き，これを個人に限ると，

1回から10回までの執筆者

1,544名

11回から20回までの執筆者

30名

21回から30回までの執筆者4名

31回以上の執筆者5名

合計1,583名

となり，31回以上の執筆者の氏名を

あげると，中村賢太郎,四手井綱英，

宇田川竜男，堀田正次，松川恭佐の

5氏となり，いちばん回数の多いの

は，中村氏の53回，次は四手井氏

の39回で，東西両博士の多年にわた

る健筆を特記したい。また昭和27

年以来の執筆者のうち，50氏にのぼ

ると思われる物故者があるのも致し

方ないことであろう。

私に山の経営いっさいを任せ，そ

の生活を支えてくれた山主も3年前

に病没するに至った。思えば私も長

い間山で遊ばせてもらった。しかし

ながら，自然は一日も休むことな

く，多くの恩恵と，時に天災・人災

による警告を与えてくれた。

世界が生き続けるために，いかに
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野生が必要であるか，林業技術者が

もっと尊ばれ，林業従事者の生活が

もっと満たされ，砂漠に森林がよみ

がえる日の来ることを“長期読者”

たるゆえにも私は待ち望みたいと思

う。（石原林業部・稲井県）

沖縄林業の握れ

本県の林野面積は，県土総面溌の

約60％に当たる約13万11aを占め，

そのうち森林施業の対象となる林地

面積は約10万haである。その所有

別割合は国有林が27％,民有林が73

％(公有林50%,私有林23%)とな

り，森林の大部分は沖縄本島北部，

石垣島および西表島に偏在してい

る。

森林は住宅，紙等の資材となる木

材その他の林産物を生産する経済的

機能ばかりでなく，洪水の防止，土

砂の流出または崩壊の防止等の国土

保全，水資源のかん養，生活環境の

保全・形成および保健休養の場の提

供等の多様な公益的機能をも有して

いる。本県の森林もこれら両機能の

発揮を通じて，県民生活に深く結び

ついていることはいうまでもないこ

とである。

沖縄という地域社会の中で森林・

林業の役割を考えてみた場合，本県

林政の基本方向は公益的機能の拡

充・強化を最重視し，それとの調和

において生産的林業を積極的に推進

して行くことにあるといえよう。生

産的林業の形能としては①パルプ用

材林業，②郷土有用貴重樹種を職極

的にとり入れた構造用材林業，③色

彩にとんだ熱帯・亜熱帯樹種からな

る樹芸(緑化木)林業，④キクラゲ，

シイタケ，タケノコ等の特殊林産林

業，の4つが指摘できる。

森林の経済的・公益的機能を高度

に発揮するためには，活力のある森

篠原武夫
林の造成が何よりも重要であり，そ

のためにはすぐれた造林技術が必要

になる。ところで本県の造林技術の

進歩の具合はどうであろうか。昭和

48年3月末現在の人工造林面讃は

10,722haあり，人工林率はわずか

11％にすぎない。その林野所有別内

訳は国有林が2,337ha,公有林6,047

ha,私有林2,33811aとなっている。

造林地の約80影は琉球マツの造林
●●●Q

で占められ，その造林法は粗放な人
●●●

工下種（播種）である。造林地の成

績は一般に悪く，そういうことから

実際の造林面溌は，統計数値のもの

よりもかなり下回るのではないかと

考えられる。

造林技術の問題は林業問題の中で

も極めて重要な問題であり，その遅

れは林業の遅れを意味する。本県の

生産的林業の中心をなす琉球マツの

造林法が，いまだに人工下種法で続

けられていることは大きな問題であ

り，このような遅れた造林技術で

は，活力のあるいい山造りはむずか

しいのではないかと思われる。そこ

で私が強調したいことは，他府県や

諸外国の事例からして，琉球マツの

造林法は人工植栽によるほうが良い

と思う。例えば奄美群島の琉球マツ

造林は当初は播種造林であったが，

成績が非常に悪いということで，今

日は人工植栽法が採用され，その成

績もよい。また私が昭和51年度の

文部省の在外研究員として訪れたフ

ィリピン，タイ，マレーシア,インド

ネシア，オーストラリアおよびニュ

ージランドの松類の造林法もすべて

人工植栽で，その成績もよかった。

琉球マツの人工下種法が本県の林

業史の上でいつごろからなされたか．

を調べてみると，察温時代からのよ

うである。「林政八書」（立律春方意

訳著)の「樹木播植法｣(1747年)の

「四・松木仕立方」にはつぎのよう

に書かれている。

「第十項松は苗植えよりも実植

えがよい。苗植えは大木になって後

腐朽し易く良材とならない。土地は

嶺地又は平地中なるべく広大なる場

所を選び,二,三尺ぱど打起し,十
分草木の根讃を取除き，更に又推診違

をなし，五，六回雨に打堅めさせた

後に植えること。

第十一項松種子は9月頃実の皮

が赤く色づきて割れかかったものを

採取し，莚に広げて日に干し，答に

てたたき落してとるのである。

第十二項松苗は実の付いた松の、

近辺の土地を打起しておくと，自然

下種して萠え出るのである。故に薪

炭その他の用木等を伐採するとき，

所々に母樹を残存すると苗は得易

く，且つ天然下種の造林ともなるの・

である」

第十項をみると，松の造林は播種

がよいと述べられている。今日のよ

うに森林・林業の問題が深刻化して

いない当時はその方法でよかったと

思う。我々人間は歴史的によりよい

社会を築くために，高い生産力を求

めて技術の改良を常に行なってきた

し，その努力は今後も永遠に続けら

れるであろう。そういう意味で察温

の残した各種の貴重な造林技術をさ

らに発展せしめる努力をすること

は，我々林業人に与えられたつとめ

である。



ところで昭和51年3月に沖縄開

発庁総合事務局から出された「沖縄

県における森林・林業の現状と問題

点」（林業白書）は，、今日の琉球マ

ツ造林法の再検討について，つぎの

ように論じている。「リュウキュウ

マツの造林は大部分が人工下種によ

って実施されているが，火入れ地栫

えによる造林方法は国土保全，地力

維持，自然環境の維持保全上問題が

多い。その造林方法には反省すべき

点が多い。人工下種等の播種造林に

ついて再検討し，植栽による造林に

切り替える必要があろう。これに伴

い育苗技術の確立もまた重要であ

る」と説明し，人工下種から植栽へ

の更新方法の変更を力説している。

また琉球大学の大山保表教授(造林

学)も｢人工下種は造林技術のうちに

入らない。政府が育苗技術の開発に

もっと力を注いでほしい」と述べ’

人工植栽への転換を主張している。

このように琉球マツの造林技術の

問題は大きな問題となりつつある。

「沖縄振興開発特別措置法」をテコ

に，しっかりした松の育苗技術が確

立され，その人工植栽が一般化する

ことを重ねて望みたい。さらに沖縄

の気象や地形・土壌条件に適合した

広葉樹の更新技術はどうあるべき

か，についても今後十分検討してい

く必要があろう。

今日のわが国林政の大きな方向と

して，つぎの3点が指摘される。す

なわち①わが国の森林資源は乏し

く，昭和50年の木材需給率をみて

も約36％にすぎず，そのため木材

自給のいっそうの向上が必要であ

る，②国民の生命と健康を守るた}〉

の公益性（福祉）林業の促進，③海

外林業，なかでも開発途上国の林業

に対する経済技術協力の促進，など

である。このような大きな観点から

本県の森林・林業をみた場合，高い

生産力をもたらすすぐれた更新技術

の開発は急務といえるし，また開発

途上国からのわが国林業技術に対す
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る信頼感を高めるためにも，沖縄の

遅れた造林技術を放置しておくこと

は禁物であると考える。

（琉球大学農学部助教授）

バンタバンガン便り（Ⅲ）

I,Ⅱをまとめて日本に届けたの

は昨年5月の中旬だったと思います

が，それから半年たってこの稿を書

いています。およそ半年とされてい

る雨季もそろそろ終わりに近づいた

ようで，にわか雨の頻度が著しく減

り，焼けるような日ざしがもどって

きました。新聞にでたケソン市の雨

量を集計してみますと,10月末日ま

でで1,200mm足らず，今年は平年

よりもずっと雨が少ないようです。

さて8月3日には後続の長期専門

家が2名着任しました。治山の品川

正義氏と森林経営の高沢修氏で，

いずれも林野庁計画課在席で，2年

の予定です。同じ8月3日に，林業

試験場からも樹病の小林享夫博士と

造林の河原輝彦博士が，2カ月の短

期専門家として蒲任しました。小林

氏は2～4月にかけて，熱帯農業研

究センターの派遣研究者としてフィ

リピン大学に滞在しており，その折

に得られた情報も含めて樹病マニュ

アルをまとめられました。河原氏も

2～3月に派遮された第3次竹原調

査団のメンバーで，その折の経験を

もとに造林分野の試験研究指導を担

当してもらいました。一方，8月末

から1カ月間，機械関係の横小路唯

雄氏と施設関係の長沼元吉氏が短期

専門家として派過され，到着した供

与機材を積極的に活用する態勢がで

きました。

浅川澄.彦
プロジェクトサイトではじめて雨

が降ったのは5月18日でしたが，

そのあと引き続いて雨があり，こち，

らで用いている植栽開始の目安に達

しましたので，6月1日，中央試植

林で植栽を開始しました。その後，

いったん雨がとぎれたため中断を余

儀なくされましたが，6月下旬から

は順調にすすみ，9月末には目標の

200haを突破して本年度の植栽を完

了しました。本年度は植栽予定苗木

の約7割を他のプロジェクトに依存・

せざるを得ませんでしたので，予定

した樹種のすべてについて予定面稜

を植えきることはできませんでした

が，初年度としては予期を上回る好

成談であったと考えています。8月

下旬，初期植栽区域から下刈りを開

始しました｡すでに刈払機が到着し

ていましたので，区域を分けて人

力・機械力の比較検討も行なわれま

した。

供与機材の第一便は7月20日に

ケソン市の中央オフィスに到着，電

動タイプ，複写磯，種子貯蔵用冷蔵

庫，キャビネットなどが並んで日比

協力プロジェクトのオフィスらしく

なりました。一方同じ便で到着し，

現地センターにすえ付けられた発懲

機は，営林署の施設も含めて十分な

電力を供給し，何よりも切実な感謝

をうけました。8月~ド旬にはトラク

ター，9月初めにはジープ，ポッテ
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て現地にみえ，具体的な協力内容ば

かりでなく，特に現地における専門

家の生活環境に強い関心をもたれま

･した。そして10月19日，近づいた

乾季に開設する予定の林道・橋梁の

測量・設計のため，林業土木コンサ

ルタンッの坂川昭紀氏を団長とする

6名の調査団が来比，目下現地で活

躍されています。

フィリピンの造林施策がこの1，

2年急激に変化・改善されているこ

とはすでにIでご紹介しましたが，

今年もきわめて大きな動きがありま

した。いろいろな問題をかかえては

いますが，日本の新聞でも両三度取

り上げられている植樹会（大統領令

1153号）がそれです。ちなみに戒

厳令下のフィリピンでは，すべて

が大統領令(PresidentialDecree

略してP.D.)で行なわれていま

す。このP.D.が4月15日に公に

されたことはIの末尾でふれました

が，当初1年1本とされていた義務

が6月6日には毎月1本という数字

に変わって正式に発効しました。フ

ィリピンでは毎年4月林業技例猪大

会とでもいうべき年次大会が行なわ

れているようですが，今年はその最

終日に，森林開発局職員が長官以下

大挙して大統領官邸に仕1句，大会が

盛会裏に終了したことを報告すると

ともに，新造林政策としてのP.D.

案を挑えて，大筋において大統領の

賛意を得たということです。その後

約2カ月の検討を経て6月6日に

P．D.として日の目をみたというわ

けですが，もともと森林開発局を中

心とした天然資源省が,Iで紹介し

た総合造林計画PROFEMを支え

る一施策として打ちだしたことは確

かです。

PROFEMの屋台骨はもちろん

記
念
植
樹
祭
（
一
九
七
七
年
七
月
二
十
三
日
）
で
挨
拶
さ

れ
る
御
巫
駐
比
大
使
。
後
方
左
か
ら
５
人
目
は
レ
イ
ド
大
臣

イングハウスが到着，いよいよ本絡

的な活動態勢に入りました。9月中

旬から活動を開始したトラクター

は，中央試植林の防火線開設，中央

苗畑の一部改修を行なったあと第2

団地に移動し，新しい苗畑の一部と

それへの取り付け道路がごく最近開

設されました。錐者は去る10月中

旬,着任後，11カ月にして初めて専

用ジープで現地を往復しましたが，

荷物のようにつあこまれて往復した

初めのころを思い起こしてまことに

感無量でした。

さてこの半年を振りかえってみて

最大のハイライ1,は,7月23日に行

なわれたkick-offtree-plantingで

した。これは森林開発局(BKD)

コルテス長官の発案によるもので，

日比技術協力プロジェクトの植栽開

始を記念した植樹祭です。当日はル

ソン島の東を台風が通過していたた

めあいにくの天候でしたが，マニラ

からわざわざ御巫（みかなぎ）大使

ご夫妻，天然資源省レイド大臣が参

加されました。もちろん，コルテス

長官>BFD部長クラスをはじめと

して80名をこえる中央職員もマニ

ラから参加，別に林業試験場長ポリ

スコ博士や緑化推進会議の会長ペン

ソン氏なども参加してくれました。

営林署の会議室をかりてプロジェク

トの概要説明をしたあと，まだとり

たてて施設とてない中央苗畑でした

が，最後の追い込みに入った育苗の

状況を視察，そのあと中央試植林の

一角で本プロジェクトの公式な植栽

開始の行事を行ないました。先着の

専門家2名が着任してから8カ月，

小雨にうたれて来賓のスピーチを聞

きながら，とにかくここまで来たん

だという実感をしみじみかみしめた

ことでした。

6月14日には，ネパールで開か

れたアジア太平洋林業委員会に出席

された須藤指導部長がわざわざフィ

リピンに立ち寄られ,16日プロジェ

クトサイトを視察されました。8月

上旬には，関連プロジェクトの調査

団長としてみえたJICA参与神足

勝浩氏，下川計画課長らが，調査の

合間をみてプロジェクトの進行状況

を視察されました。さらに8月29

日には，東南アジアにおける技術協

力の実購視察を主な目的とされた衆

議院今井勇議員観農林政務次官）

が'JICAの長尾理事らを‘伴われ
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BFDが担っており，事実，私がオ

フィスを構えている同局造林部がそ

の事務局になっていますが，5年間

人は，それぞれの組織を通じて近郊

に準備された固有地に植栽する手立

てが着々と進められていますし，地

方では町，村を構成しているバラン

ガイ単位に具体策が進められていま

す。いずれにしろ,BFD造林部

は，組織的あるいは個人的な要望，

問合わせに応ずるため，部長以下日

夜涙ぐましい奮闘を続けており，毎

日同じオフィスにいて彼らの努力を

見ていますと，心から成功を願わず

にはいられません。

もっとも，このP.D,の最も大き

なねらいは，各種のキャンペーンを

とおして国民に森林資源の意義を認

識させることにあるという説もあり

ます。もちろんきびしい罰則もあ

り，定められた植樹義務はあらゆる

努力によって実行させようとするで

しょうが，あわせて森林破壊をくい

とめる一つの手がかりにしたいと考

えているようです。

（林業試験場造林部）

の造林目標75万1,aの約6割は民間

協力に依存することになっていま

す｡我々が着任してまもなく，この計

画の内容をみたとき，こんなどでか

い目標をどのような方法で民間に実

行させるつもりだろうか，と不審に

思いましたが，その具体策がこんな

形で現われたもののようです｡10才

以上の人口は約3,100万人というこ

とですから，この人数が毎月1本の

割で5年間,つまり1人60本植栽す

るとしますと18億6千万本となり，

1,a当たり2,500本で換算すると約75

万haとなります。つまりこのP.D.

が完全に実行されれば,PROFE

Mの大目標は民間協力だけで完全に

達成されることになるわけです。

最近の毎日新聞も指摘していたよ

うに，このP.D.の問題点は，大都

市特にメトロマニラの住民がどこ

へ，どのようにして植樹したらよい

かということで，実際まだ名案は出

されていないようですが，組織内の
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植樹会の実施指針書の表紙。

（この国の著名な人物の横顔が
7つ描がかれている）

醍一．

｜国民は現代にマッチし

た新たな土地利用理念

の確立と政策の展開を

待望している。限られ

た森林資源く緑>をめぐ

る国民各層の多種多様

な要請に応えるこれか

‘らの森林政策は……。

野
M

利用との 厚r屯

環 森林政策の
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林野土壌層断面図集(3)
原色版A4判¥2,100

農林省林業試験場編
’日本林業技術協会発行
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第33回通常総会の開催および関係行事のお知らせ

総会ならびに関係行事を下記のとおり開催いたしますので，ご出席下さるようご案内申

し上げます。

昭和53年4月10日

社団法人日本林業技術協会

理事長福森友久

記

’
支部幹事打合会’5月31日（水）

支部幹事懇親会

防衛施設周辺整備協会の依頼によ

り主任研究員加藤善忠を3月15日

｢樹林の防音効果についてjの講演

のため同協会に派遣した。

結果，全員一致で購入の件を承認し

た。

◎顧問会

つぎのとおり開催した。

日時：昭和53年3月9日（木）

11時より

場所：本会会議室

議題：会務運営について

出席者；理事長福森，専務理事小

畠，常務理事堀，顧問松川，坂

口，蓑輪，小田，理事吉岡，梶

山，丸山，島

。海外派遣

台湾省林務局の依頼により，育林

関係考察指導のためつぎのとおり台

湾へ派過した。

福森理事長4月5日～4月18日

坂口顧問型月5日～4.月25日

◎講師派遣

臓会の~5~三~吾1
◎常務理事会

昭和52年度第4回常務理事会を

つぎのとおり開催した。

日時：昭和53年3月14日（火）

正午より

場所：本会会議室

出席者：福森，小畠，伊藤，大矢，

塩島，園井，高見，弘田，堀，梶

山,丸山,吉岡,島（監事）五十

嵐，新庄（顧問）坂口，小田

惨与）林野庁治山課長，研究普

及課長（代理）計19名

福森理事長より挨拶ののち業務の

進捗状況の説明があった。

つぎに議題として協会隣接地

128.65坪の購入について,福森理事

長より詳細な説明があり質疑応答の

昭和53年4月10日発行
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●花と緑を護るために 上下完結I

画樹種別に配列し

た実用的な構成

■碧富な写真を使

った具体的記述

■各種索引完備

薪
塑
》
一
風

ロ■言ﾓ里翠51元1肩

緑化樹木の病害虫樹苗生産者、造園設計
・施工、緑地造成・管

（上)病害堕諭防除小林享夫著理、関係者すべての人
の々座右の薔
病害虫対策決定版？ｶﾗー 口絵'A5判240頁,写真300*"定価2,500円(送料実黄〉林業試験場樹病研究室長･農博

職ゞ…岬………………（下）虫と訪防除小林富士雄著：．

．ご注文は直接当協会へ

日本林業技術協会〒102東京都千代田区六番町7番地電話(03)261-5281(代)振替東京03-60"8



|木材蚤里学誰念論I渡辺治人著A5･660頁¥8600〒280
木材の形成／化学成分／組織構造／物理的性質／力学的性質の5編に分けて、それぞれの韮礎と科学
的考察を説明したもので、この部門での溌高権威である著者にして始めて解説しえた好著である。

、二L堂,ーも〃皇、〃

木 梨謙吉箸A5･660頁¥6000〒280

国・民有林事業実行から得られた計測数値を材料として研究した成果を事業実行と対応させてまとめ

たもので、緒言／測樹学／森林標本調査／ビッターリッヒ法／生長量測定／グロース・モデル／空中
写真測定／写真濃度測定／土壌調査と地位／造林育種／森林実験計画法/林業経営/林業一般からなる。

野村進行著 A5．90頁¥1800〒160

前著｢森林縦理考｣では国有林関係に限定して述べたが、本菩は聯ら民有林関係について述べるととも
に前著の補足説明を試みている。

松くい虫の謎を解く伊藤一雄著￥1200〒160都市林の設計と管理高橋理喜男著
再版今や「松の緑」は全く消滅しかねない￥2800〒200
実状にあるが，2年前，本書の出版が機縁とな都市林の計画，設計，管理の実践における具体
って松くい虫防除対策に新しい施策がとられよ的事項について写真104図73をそえて解説。

うとしている。こうしたことから再版の要望が森林政策学再版岸根卓郎著￥5000〒240
つよく新しい知見を加えて再版したもの。機能分化の進んだ現代の林業政策は，体系的な
森林の土壌と肥培芝本武夫著￥2000〒200情報処理システムを基礎にして設計さるべきで

森林土製（13節／34項)，肥料（12節／38項)，あり，わが国林政が最も必要としているのも，
林地肥培（3節／13項)，索引（和欧語)から成個々の政策に一定の方向性を与え，それらを全
り，冗長にわたることをさけて基本と応用につ体として矛盾なく雑合化しうるような政策シス
いて解説した近来にない名著である。テムであろう。本書はこの問題に挑んだ著述。

’|農林出販捗鯰社､⑦'05東京裁鍵塗雲溌難 5窪80543番
_學妙．rご』蕊蕊 軍議哩熈j0609.3922

毎－一一一■ー一一●ヴーー｡一●午今①一一一一一一画一己一

■内客■

第1編東京の原木流通

第1章統制時代一戦後

復興期一(昭和20年～24年）

第2素特需時代一南洋

材輸入興隆期一（昭和25年

～29年）雛3章北海道

風倒木時代一ソ連材輸入始

動期一（昭和30年～34年）

鋪4章外材発展時代一

米材の飛珊期一（昭和35年

～39年）第5章米材時

代一周辺港への発展期一

（昭和40年～44|年）第6
章木材商騰時代一経済の

転換期一(昭和45年～50年）

第2編東京原木協同組

合の歩み第1章組合の

設立第2章市売鞭業と

風倒木協力第3章所有

土地の変遷第4章山林

の経営第5章課題と展

望第6章木場移転と会

館越設鋪3編組合貝店

社の歩み付録統計・資

料及び年表

●首都圏の復興・

繁栄とともに歩ん

だ木場の歴史を、

現場のなまの声で

つたえる。 焦土から木場移転まで
B5判･322頁･上製本函入･頒価4,500円 鐸
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京
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行

｣llなる組合史に終わることなく、甘郁
隅における職後の原木流通全般の疫遷に
ついて語りながら、そこに組合の動きが
浮き彫りにされるよう意を用いた。峨後
原木流通史を5年ごとに区分してたどる
第1編と、今日の組合を扱った入廷によ
る座談会によって現婆の油を肥録した第
2縄、さらに組合参加店社を紹介する第
3縄とからなる。いずれも豊禰な麦料を
駆使しており、－設の統者の閲読にも十
分答えられるものである。

木材に関係ある行政官庁、輸入商社、
そして広く業界の方々が、本譜のなかか
ら時代の流れを銃み取られ、あわせて将
来〆、の方向づけに何等かのお役に立つこ
とができると確僧十る°

ⅡⅡlIIIIlIIⅡⅡⅡ11lご注文・お間合わ世悪

東京都江東区東陽5－30－13

東京原木協同組合
電諾（03)649-8111㈹
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破れない第二原図用感光紙

ジツ砥〃可皀〃12

製図適性

破れない合成紙

_ユュー〃'○

強靭性・寸法安定性・平面性・保存性・耐久
性のすぐれたポリエステルフイルムベースの

ケミカルマット加工をした製図用合成紙

●蒸気機関車にも似て、ダイナミ､ソクな扱いにも、水
ぬれにも、びくともしない美しい仕上げ。仕事の合理
化スピードアップに御利明下さい。

豚図株式会社毒もと
－

●本社東京都新宿区新宿2－7-ITELO3(354)0361〒160
‐大阪TELO6(772)I412･名古塵TELO52(822>5121

札幌TELOII(631)4421･擬岡TELO92(271)0797･埼玉TELO488<24）I255

広島TELO822(61)2902･仙台TELO222(66)0151沖繩TELO988(68)5612
ア〆リカきもと（ロスアンゼルス）･スイスきもと（チューリッヒ）
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航空写真用反射式実体鏡の小型軽量化を実現しました。
●作業現場や講習会の会場へ手軽に持ち運べて，し

かも，伸ばし写真を使ったワイドな実体視が可能

になりました。大空の覇者イーグ・ル〔鷲〕のたしか

な眼をご活用下さい｡どこへでもお供いたします。
…‐_…‐盟鑑班一．妃.-邑一凸一I謹一h心‐ぎ抄‐認1－、舞独一唖菖、躍一財 垂 ”

嘩旬ざ浬課一

特長1高性能な．¥而鏡・レンズを使用。歪みのない明るい像が
観測でき，長時間使用しても目に疲労を感じ．ません。

Z平而鏡反射liliは特殊コーティングで保護されています

3脚のうち1本は調幣可能で，安定した観測ができます。

4小1W!･!|&i,.tで，収納・保管にスペースをとりません。

昂美腿な収納ケースに入っています｡[ショルダータイプ〕
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●視野､・……･･…･･･…20×15cm

●大きさ(格納時)･36×19×4.5cm

.………･…"･…･56,000円(ケース付）
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